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第１章 総則 

（適用） 

第１条 ＩＰ通信網サービス契約約款共通編(以下「共通編」といいます。)第１条（約

款の適用）第２項に規定する別冊として、当社はこの別冊を定め、共通編に加えて

この別冊によりＩＰバックボーンサービスを提供します。 

（用語の定義） 

第２条 この別冊においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 
 

用   語 用  語  の  意  味 

１ ＩＰバックボー

ン契約 

当社からＩＰバックボーンサービスの提供を受けるための

契約 

２ ＩＰバックボー

ン契約者 

当社とＩＰバックボーン契約を締結している者 

３ インターネット

ＧＷ契約 

ＩＰバックボーン契約であって、当社からインターネット

ＧＷサービスの提供を受けるための契約 

４ インターネット

ＧＷ契約者 

ＩＰバックボーン契約者であって、当社とインターネット

ＧＷ契約を締結している者 

５ ＩＳＰプラット

フォーム契約 

ＩＰバックボーン契約であって、当社からＩＳＰプラット

フォームサービスの提供を受けるための契約 

６ ＩＳＰプラット

フォーム契約者 

ＩＰバックボーン契約者であって、当社とＩＳＰプラット

フォーム契約を締結している者 

７ 他網接続ポート ＩＳＰプラットフォームサービス（料金表通則に規定する

他網接続タイプに限ります。）においてＩＰ通信網と相互接

続点の間に当社が設置する機器 

８ ＶＰＮグループ 相互に通信を行うことができるＩＳＰプラットフォーム契

約に係る契約者回線又は他網接続ポートから構成されるグ

ループ 

９ 代表者 同じＶＰＮグループに属する契約者のうち、ＶＰＮグルー

プの設定、変更若しくは廃止の手続きを代表して行う者 

10 冗長化グループ 通信の冗長化を図ることができるＩＳＰプラットフォーム

契約に係る契約者回線又は他網接続ポートから構成される

グループ 

 

第２章 ＩＰバックボーンサービスの種類 

（ＩＰバックボーンサービスの種類） 

第３条 ＩＰバックボーンサービスには、次の種類があります。 
 

種  類 内         容 

１ インターネット

ＧＷサービス 

インターネットプロトコルにより通信を行うＩＰバックボ

ーンサービス 

２ ＩＳＰプラット

フォームサービス 

ＶＰＮグループを設定し、イーサネットフレームにより通

信を行うＩＰバックボーンサービス 

２ ＩＰバックボーンサービスには、料金表通則に規定する区別、区分、品目及び通
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信又は保守の態様による細目（以下「区別等」といいます。）があります。 

３ インターネットＧＷサービスの提供にあたっては、外国の法令、外国の電気通信

事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 

第３章 ＩＰバックボーンサービスの提供区間等 

（ＩＰバックボーンサービスの提供区間等） 

第４条 当社のＩＰバックボーンサービスは、共通編別記１に定める提供区間におい

て提供します。 

２ 相互接続点の所在場所等については、当社の業務の遂行上の理由により又は相互

接続協定に基づき、これを変更することがあります。 

 

第４章 契約 

第１節 インターネットＧＷサービスに係る契約 

（インターネットＧＷ契約の単位） 

第５条 当社は、共通編第８条（ＩＰ通信網契約の単位）に規定する契約の単位とし

て、１の契約者回線又は１の加入者回線等ごとに１のインターネットＧＷ契約を締

結します。 

２ 前項の場合、インターネットＧＷ契約者は、１のインターネットＧＷ契約につき

１人に限ります。 

（インターネットＧＷサービス区域） 

第６条 当社は、料金表第１表（料金）に定めるところによりインターネットＧＷサ

ービス区域を設定します。 

（加入者回線又は契約者回線の終端） 

第７条 当社は、インターネットＧＷ契約者が指定した場所内の建物又は工作物にお

いて、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを加入者回線の終端とします。 

２ 当社は、前項の加入者回線の終端に係る地点を定めるときは、インターネットＧ

Ｗ契約者と協議します。 

３ 当社は、ＩＰ通信網サービス取扱所内において、配線盤又は回線終端装置等を設

置し、これを契約者回線の終端とします。 

（加入者回線等又は契約者回線の収容） 

第８条 加入者回線又は契約者回線は、当社が指定するＩＰ通信網サービス取扱所の

交換設備等に収容します。 

２ 他社接続契約者回線は、当社が指定するＩＰ通信網サービス取扱所の回線収容部

に収容します。 

３ 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他のＩＰ通信

網サービス取扱所の交換設備等又は回線収容部への収容の変更を行うことがありま

す。 

（インターネットＧＷ契約申込みの方法） 

第９条 共通編第９条（ＩＰ通信網契約申込みの方法）に規定する契約申込みの方法

として、インターネットＧＷ契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について

当社が指定した方法によりインターネットＧＷ契約の申込みを行っていただきます。 

(1) インターネットＧＷサービスの区別等 

(2) 加入者回線等又は契約者回線に係る終端の場所 

(3) 他社接続契約者回線について特定協定事業者と締結している契約の内容（当社

が別に定めるものに限ります。） 

(4) その他申込みの内容を特定するために必要な事項 

（注）本条第３号に規定する当社が別に定める契約の内容は、特定協定事業者の契約

約款及び料金表（他社接続契約者回線に係るものに限ります。）に規定する事項の

うち、当社がインターネットＧＷサービスの料金又は工事に関する費用を適用す

るために必要な事項とします。 
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（インターネットＧＷ契約申込みの承諾） 

第９条の２ 当社は、共通編第10条（ＩＰ通信網契約申込みの承諾）のほか、次に掲

げる場合には、そのインターネットＧＷ契約の申込みを承諾しないことがあります。 

(1) インターネットＧＷ契約の申込みをした者が、他社接続契約者回線について特

定協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき。 

(2) 他社接続契約者回線について特定協定事業者と契約を締結している者が２以

上となるとき。 

(3) 他社接続契約者回線との接続に関し、その他社接続契約者回線に係る特定協定

事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条

件に適合しないとき。 

（最低利用期間） 

第10条 共通編第11条（最低利用期間）に規定する最低利用期間として、インターネ

ットＧＷサービスには、料金表第１表（料金）に定めるところにより最低利用期間

があります。 

２ 前項の最低利用期間は、次に掲げる最低利用期間が適用される料金の種類ごとに、

それぞれ次のとおりとします。 

(1) 料金表第１表に定める基本最低利用基準額に適用されるもの（以下「基本最低

利用期間」といいます。） 

 インターネットＧＷサービスの提供を開始した日から起算して１年間 

(2) 料金表第１表に定める接続最低利用基準額に適用されるもの（以下「接続最低

利用期間」といいます。） 

 インターネットＧＷサービスの提供を開始した日又は料金表通則に定める契約

者回線等の区分の変更（他社接続契約者回線に係る特定協定事業者を他の特定協

定事業者へ変更することを含みます。）があった日から起算して１年間 

３ インターネットＧＷ契約者は、前項の最低利用期間内にインターネットＧＷ契約

の解除、インターネットＧＷサービスの区別等の変更があった場合は、当社が定め

る期日までに、料金表第１表に規定する額を支払っていただきます。 

（区別等の変更） 

第11条 インターネットＧＷ契約者は、インターネットＧＷサービスの区別等の変更

の請求をすることができます。 

ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、共通編第10条（ＩＰ通信網契約申込みの承

諾）及び第９条の２（インターネットＧＷ契約申込みの承諾）の規定に準じて取り

扱います。 

（加入者回線又は契約者回線の移転等） 

第12条 インターネットＧＷ契約者は、加入者回線若しくは契約者回線の移転の請求

をすることができます。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、共通編第10条（ＩＰ通信網契約申込みの承

諾）の規定に準じて取り扱います。 

（回線収容部の変更） 

第12条の２ インターネットＧＷ契約者は、他社接続契約者回線に係る終端の場所に

ついて変更の申込みを特定協定事業者に行うときは、その内容について当社に届け

出ていただきます。 

２ 前項の届出により、その他社接続契約者回線について他のＩＰ通信網サービス取

扱所の回線収容部ヘの収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を

行います。この場合、当社は、前項の届出を工事を要する請求として取り扱います。 

 ただし、共通編第10条（ＩＰ通信網契約申込みの承諾）第２項各号及び第９条の

２（インターネットＧＷ契約申込みの承諾）第１項各号のいずれかに該当するとき

は、その変更を行わないことがあります。 

３ 前項ただし書きの場合において、インターネットＧＷ契約者は、インターネット
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ＧＷサービスを利用できないことがあります。この場合、当社は、そのインターネ

ットＧＷ契約者にそのことを通知します。 

（特定協定事業者の契約の解除等に伴うインターネットＧＷ契約の扱い） 

第12条の３ 当社は、インターネットＧＷ契約者から接続中止（インターネットＧＷ

契約に係る他社接続契約者回線が、契約の解除、利用休止又はその他の事由により、

インターネットＧＷサービスと接続されなくなることをいいます。以下この条にお

いて同じとします。）する旨の届出があったとき又は当社が接続中止の事実を知った

ときは、そのインターネットＧＷ契約を解除します。 

 ただし、その接続中止が料金表通則に定める契約者回線等による区分を変更する

ことに伴い発生する場合、又は接続中止すると同時にそれに相当する他社接続契約

者回線との接続を開始する場合は、この限りでありません。 

２ 前項に規定するほか、当社は、インターネットＧＷ契約者とそのインターネット

ＧＷ契約に係る他社接続契約者回線について特定協定事業者と契約を締結している

者とが同一の者でないことについて、その事実を知ったときは、そのインターネッ

トＧＷ契約を解除することがあります。 

（インターネットＧＷ契約に基づく権利の譲渡） 

第12条の４ 当社は、共通編第13条（ＩＰ通信網契約に基づく権利の譲渡）第２項の

規定によりインターネットＧＷ利用権（インターネットＧＷ契約者がインターネッ

トＧＷ契約に基づいてインターネットＧＷサービスの提供を受ける権利をいいます。

以下同じとします。）の譲渡の承認を求められたときは、共通編第13条第３項のほか

次の場合を除いて、これを承認します。 

(1) インターネットＧＷ利用権を譲り受けようとする者が、他社接続契約者回線に

ついて特定協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき。 

(2) その譲渡後に、他社接続契約者回線について特定協定事業者と契約を締結して

いる者が２以上となるとき。 

(3) その譲渡について、他社接続契約者回線に係る特定協定事業者の承認が得られ

ないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。 

（その他の契約内容の変更） 

第13条 当社は、インターネットＧＷ契約者から請求があったときは、第９条（イン

ターネットＧＷ契約申込みの方法）第４号に規定する契約内容の変更を行います。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、共通編第10条（ＩＰ通信網契約申込みの承

諾）及び第９条の２（インターネットＧＷ契約申込みの承諾）の規定に準じて取り

扱います。 

 

第２節 ＩＳＰプラットフォームサービスに係る契約 

（ＩＳＰプラットフォーム契約の単位） 

第14条 当社は、共通編第８条（ＩＰ通信網契約の単位）に規定する契約の単位とし

て、１の契約者回線又は１の他網接続ポートごとに１のＩＳＰプラットフォーム契

約を締結します。 

２ 前項の場合、ＩＳＰプラットフォーム契約者は、１のＩＳＰプラットフォーム契

約につき１人に限ります。 

（ＩＳＰプラットフォームサービス区域） 

第15条 当社は、料金表第１表（料金）に定めるところにより、ＩＳＰプラットフォ

ームサービス区域を設定します。 

２ 当社は、ＩＳＰプラットフォームサービス区域を、ＩＳＰプラットフォーム契約

の申込みをする者及びＩＳＰプラットフォーム契約者に開示します。 

（契約者回線の終端） 

第16条 当社は、ＩＰ通信網サービス取扱所内において、回線終端装置又は配線盤等

を設置し、これを契約者回線の終端とします。 
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（契約者回線の収容） 

第17条 契約者回線は、その契約者回線の終端のあるＩＰ通信網サービス取扱所の交

換設備等に収容します。 

２ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他のＩＰ通信

網サービス取扱所の交換設備等への収容の変更を行うことがあります。 

（ＩＳＰプラットフォーム契約申込みの方法） 

第18条 共通編第９条（ＩＰ通信網契約申込みの方法）に規定する契約申込みの方法

として、ＩＳＰプラットフォーム契約の申込みをするときは、次に掲げる事項につ

いて当社が指定した方法によりＩＳＰプラットフォーム契約の申込みを行っていた

だきます。 

(1) ＩＳＰプラットフォームサービスの区別等 

(2) 契約者回線の終端又は他網接続ポートの場所 

(3) 所属する１のＶＰＮグループ（以下「所属ＶＰＮグループ」といいます。） 

(4) その他申込みの内容を特定するために必要な事項 

２ 前項の場合において、その申込みが新たにＶＰＮグループを設ける申込みである

ときは、そのＶＰＮグループの代表者を定めて契約事務を行うＩＰ通信網サービス

取扱所に届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 

（ＩＳＰプラットフォーム契約申込みの承諾） 

第19条 当社は、共通編第10条（ＩＰ通信網契約申込みの承諾）のほか、所属ＶＰＮ

グループの代表者の承諾がない場合には、そのＩＳＰプラットフォーム契約の申込

みを承諾しないことがあります。 

（最低利用期間） 

第20条 共通編第11条（最低利用期間）に規定する最低利用期間として、ＩＳＰプラ

ットフォームサービスには、料金表第１表（料金）に定めるところにより最低利用

期間があります。 

２ 前項の最低利用期間は、ＩＳＰプラットフォームサービスの提供を開始した日か

ら起算して１年間とします。 

３ ＩＳＰプラットフォーム契約者は、前項の最低利用期間内にＩＳＰプラットフォ

ーム契約の解除又はＩＳＰプラットフォームサービスの区別等の変更があった場合

は、当社が定める期日までに、料金表第１表に規定する額を支払っていただきます。 

（契約者回線の移転） 

第21条 ＩＳＰプラットフォーム契約者は、契約者回線の移転の請求をすることがで

きます。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、共通編第10条（ＩＰ通信網契約申込みの承

諾）規定に準じて取り扱います。 

（他網接続ポートの変更） 

第22条 ＩＳＰプラットフォーム契約者は、他網接続ポートの変更の請求をすること

ができます。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、共通編第10条（ＩＰ通信網契約申込みの承

諾）規定に準じて取り扱います。 

（ＩＳＰプラットフォーム契約に基づく権利の譲渡） 

第23条 当社は、共通編第13条（ＩＰ通信網契約に基づく権利の譲渡）第２項の規定

によりＩＳＰプラットフォーム利用権（ＩＳＰプラットフォーム契約者がＩＳＰプ

ラットフォーム契約に基づいてＩＳＰプラットフォームサービスの提供を受ける権

利をいいます。以下同じとします。）の譲渡の承認を求められたときは、共通編第13

条第３項のほか所属ＶＰＮグループの代表者の承諾がない場合を除いて、これを承

認します。 

（所属ＶＰＮグループの変更） 

第24条 ＩＳＰプラットフォーム契約者は、所属ＶＰＮグループの変更（そのＩＳＰ

プラットフォーム契約者の所属先となるＶＰＮグループを変更することその他の変
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更（新たにＶＰＮグループを設けることを含みます。）をいいます。以下同じとし

ます。）の請求をすることができます。 

２ 前項に規定するほか、ＩＳＰプラットフォーム契約者は、代表者を同一の所属Ｖ

ＰＮグループの他のＩＳＰプラットフォーム契約者に変更することを請求すること

ができます。この場合において、当社は、その所属ＶＰＮグループのＩＳＰプラッ

トフォーム契約者全員の承認が得られる場合に限り、その請求を承諾します。 

３ 前２項の請求があったときは、当社は、第19条（ＩＳＰプラットフォーム契約申

込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。 

（ＶＰＮグループの廃止） 

第25条 当社は、次の場合には、そのＩＳＰプラットフォーム契約に係るＶＰＮグル

ープを廃止します。 

(1) 代表者からそのＶＰＮグループの廃止の申出があったとき。 

(2) 代表者に係るＩＳＰプラットフォーム契約について契約の解除があったとき

であって、前条第２項に規定する代表者の変更の請求がないとき。 

（当社が行うＩＰ通信網契約の解除） 

第26条 当社は、共通編第15条（当社が行うＩＰ通信網契約の解除）のほか、次に掲

げる場合には、そのＩＳＰプラットフォーム契約を解除することがあります。 

(1) その所属ＶＰＮグループにおいて、ＩＳＰプラットフォーム契約（料金表通則

に定めるセンタータイプに限ります。）が存在しないとき。 

(2) そのＶＰＮグループが廃止されたとき。 

（その他の契約内容の変更） 

第27条 当社は、ＩＳＰプラットフォーム契約者から請求があったときは、第18条（Ｉ

ＳＰプラットフォーム契約申込みの方法）第４号に規定する契約内容の変更を行い

ます。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、共通編第10条（ＩＰ通信網契約申込みの承

諾）の規定に準じて取り扱います。 

第５章 付加機能 

（付加機能の変更） 

第27条の２ ＩＰバックボーン契約者は、付加機能の利用内容の変更の請求をするこ

とができます。 

 ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、共通編第18条（付加機能の提供）第２項の

規定に準じて取り扱います。 

（付加機能の最低利用期間） 

第27条の３ 付加機能（料金表第１表（料金）に規定する大量通信制御機能及びトラ

フィック制御機能に限ります。以下本条において同じとします。）には、最低利用期

間があります。 

２ 前項の最低利用期間は、付加機能の提供を開始した日から起算して１年間（トラ

フィック制御機能については、その提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から

起算して12料金月の間）とします。 

ただし、そのＩＰバックボーン契約者が付加機能（トラフィック制御機能を除き

ます。以下本項において同じとします。）の廃止と同時に、新たに他のＩＰバックボ

ーン契約で付加機能の利用を開始する場合、付加機能の提供を開始した日は、なお

従前のとおりとします。 

３ ＩＰバックボーン契約者は、前項の最低利用期間内に付加機能の廃止があった場

合は、第29条（ＩＰバックボーンサービスに係る料金等の支払義務）及び料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する付加機能利用料（料金表第１表に規

定する大量通信制御機能（ＧＩＮタイプ１に係る加算料を除きます。）及びトラフィ

ック制御機能に係るものに限ります。以下本条において同じとします。）に相当する
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額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。この場合におい

て、当社は、付加機能利用料（トラフィック制御機能に係るものに限ります。）を日

割しません。 

４ ＩＰバックボーン契約者は、最低利用期間内に付加機能の区分の変更があった場

合は、変更前の付加機能利用料の額に残余の期間を乗じて得た額から変更後の付加

機能利用料の額に残余の期間を乗じて得た額を控除し、残額があるときはその額を、

当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 

第６章 通信 

（料金適用上必要な事項の測定等） 

第28条 ＩＰバックボーンサービスに係る利用速度の測定等については、料金表第１

表（料金）に定めるところによります。 

第７章 料金等 

第１節 料金等の支払義務 

（ＩＰバックボーンサービスに係る料金等の支払義務） 

第29条 ＩＰバックボーン契約者は、その契約に基づいて当社がＩＰバックボーンサ

ービスの提供を開始した日（付加機能についてはその提供を開始した日）から起算

して、契約の解除があった日（付加機能についてはその廃止のあった日）の前日ま

での期間（提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、

１日間とします。）について、当社が提供するＩＰバックボーンサービスの態様に応

じて料金表第１表（料金）に規定するＩＰバックボーン契約に係る利用料金の支払

いを要します。 

 ただし、付加機能利用料について料金表第１表に別段の定めがあるときは、その

定めるところによります。 

２ 前項の期間において、ＩＰバックボーンサービスを利用することができない状態が

生じたときの料金の支払いは、次によります。 

(1) 利用停止があったときは、ＩＰバックボーン契約者は、その期間中の利用料金

の支払いを要します。 

(2) 前号の規定によるほか、ＩＰバックボーン契約者は、次の場合を除き、ＩＰバ

ックボーンサービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。 
 

区      別 支払いを要しない料金 

１ ＩＰバックボーン契約者の責めに

よらない理由により、そのＩＰバック

ボーンサービスを全く利用できない

状態（料金表第１表（料金）に規定す

るＪＰＮＡＰに係る通信における当

該状態を除き、その契約に係る電気通

信設備によるすべての通信に著しい

支障が生じ、全く利用できない状態と

同程度の状態となる場合を含みます｡

以下同じとします。)が生じた場合（２

欄に該当する場合を除きます。)に、

そのことを当社が知った時刻から起

算して24時間以上その状態が連続し

たとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利

用できなかった時間（24時間の倍数であ

る部分に限ります。）について、24時間

ごとに日数を計算し、その日数に対応す

るそのＩＰバックボーンサービスにつ

いての料金（付加機能利用料（トラフィ

ック制御機能に係るものに限ります。）

及び付加機能利用料（大量通信制御機能

のＧＩＮタイプ１に係るものに限りま

す。）の加算料を除きます。） 
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２ 当社の故意又は重大な過失により

そのＩＰバックボーンサービスを全

く利用できない状態が生じたとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利

用できなかった時間について、その時間

に対応するそのＩＰバックボーンサー

ビスについての料金（付加機能利用料

（トラフィック制御機能に係るものに

限ります。）及び付加機能利用料（大量

通信制御機能のＧＩＮタイプ１に係る

ものに限ります。）の加算料を除きま

す。） 

３ ＩＰバックボーンサービスの接続

休止をしたとき。 

接続休止をした日から起算し、再び利用

できる状態とした日の前日までの日数

に対応するそのＩＰバックボーンサー

ビスについての料金（付加機能利用料

（トラフィック制御機能に係るものに

限ります。）及び付加機能利用料（大量

通信制御機能のＧＩＮタイプ１に係る

ものに限ります。）の加算料を除きま

す。） 

 

３ ＩＰバックボーン契約者は、当社が測定した利用速度と料金表第１表の規定とに

基づいて算定した利用料金（定額利用料の加算料に限ります。以下本条第４項まで

同じとします。）の支払いを要します。 

４ 前項のほか、ＩＰバックボーン契約者は、利用料金について当社の機器の故障等

により正しく算定することができなかった場合は、料金表第１表に定めるところに

より算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があると

きは、ＩＰバックボーン契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。 

５ 当社は、料金表第１表に定める代表課金の対象となっている契約者回線又は他網

接続ポートが属するＶＰＮグループについては、本条第２項２号に規定する全く利

用できない状態を、その代表課金に係るすべてのＶＰＮグループに属するすべての

ＩＳＰプラットフォームサービスが全く利用できない状態と読み替えて取り扱うこ

ととします。以下ＩＳＰプラットフォームサービスを全く利用できない状態が関係

する規定において同じとします。 

６ 前５項の規定にかかわらず、利用料金の扱いについて、料金表通則にＳＬＡに係

る料金の扱いの定めがある場合は、その定めるところによります。 

７ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その

料金を返還します。 

（工事費の支払義務） 

第29条の２ 共通編第31条（工事費の支払義務）に加えて、インターネットＧＷ契約

者は、第12条の２（回線収容部の変更）に規定する回線収容部の変更等を行ったと

きは、料金表第２表（工事に関する費用）に規定する工事費の支払いを要します。 

 ただし、工事の着手前にその契約の解除、その工事の請求の取消しがあった場合

は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、

当社は、その工事費を返還します。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、インタ

ーネットＧＷ契約者は､ その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事

の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合におい

て、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 
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第２節 保証金 

（保証金） 

第30条 当社が別途定める信用度基準をＩＰバックボーン契約者が満たしていない場

合、ＩＰバックボーン契約者は、当社が別に定める条件に基づき保証金を支払うも

のとします。ＩＰバックボーン契約者による保証金の支払いが行われない場合、共

通編第10条（ＩＰ通信網契約申込みの承諾）の規定に関わらず当社は申込を受諾し

ないことがあります。 

第８章 損害賠償 

（責任の制限） 

第31条 共通編第38条（責任の制限）第１項の場合において、当社は、ＩＰバックボ

ーンサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状

態が連続した時間（24時間の倍数である部分に限ります。）について、24時間ごとに

日数を計算し、その日数に対応するそのＩＰバックボーンサービスに係る次に掲げ

る利用料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

(1) 料金表第１表に規定する利用料金（定額利用料の加算料、付加機能利用料（ト

ラフィック制御機能に係るものに限ります。）及び付加機能利用料（大量通信制御

機能のＧＩＮタイプ１に係るものに限ります。）の加算料を除きます。） 

(2) 料金表第１表に規定する定額利用料の加算料（ＩＰバックボーンサービスを全

く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前６料金月の１日当

たりの平均利用料金（前６料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社

が別に定める方法により算出した額）により算出します。） 

２ 共通編第38条第１項及び第１項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いについて

料金表第１表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

（注１）第１項第２号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則と

して、ＩＰバックボーンサービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が

把握できる期間における１日当たりの平均の利用に関する利用料金とします。 

（注２）第１項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表

通則の規定に準じて取り扱います。 

（免責） 

第31条の２ 当社は、当社又は協定事業者の電気通信設備の状況等により、工事日の

変更又は再工事（以下本条において「再工事等」といいます。）を行うことがありま

す。この場合において、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、そ

の再工事等に伴い発生するＩＰバックボーン契約者の費用については負担しません。 

第９章 雑則 

（不可抗力） 

第32条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場

合に、当社が講じた措置によりＩＰバックボーン契約者又は第三者に損害が生じた

ときは、その損害が当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いませ

ん。 

（ＩＰバックボーンサービスの廃止） 

第33条 当社は、ＩＰバックボーンサービスの一部又は全部を廃止することがありま

す。 

２ 前項の規定によるＩＰバックボーンサービスの一部又は全部の廃止があったとき

は、そのＩＰバックボーンサービスの一部又は全部に係る契約は終了するものとし

ます。 

３ 当社は、ＩＰバックボーンサービスの一部又は全部の廃止に伴い、ＩＰバックボ

ーン契約者又は第三者に発生する損害については、責任を負わないものとします。 

４ 当社は、第１項の規定によりＩＰバックボーンサービスの一部又は全部を廃止し
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ようとするときは、そのことを相当な期間をおいて、あらかじめＩＰバックボーン

契約者に通知します。 

（利用に係るＩＰ通信網契約者の義務） 

第34条 ＩＳＰプラットフォーム契約者は、共通編第42条（利用に係るＩＰ通信網契

約者の義務）のほか、次のことを守っていただきます。 

ＩＳＰプラットフォームサービスを利用して、映像配信又はファイル配信に代表

される、定常的に高いトラフィックを発生させるマルチキャスト通信を行わないこ

と。 

（ＩＰバックボーン契約者に対する通知） 

第35条 ＩＰバックボーン契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれか

の方法で行うことができるものとします。 

(1) 当社のＷｅｂサイトに掲載して行います。この場合は、掲載された時を持って、

ＩＰバックボーン契約者に対する通知が完了したものとします。 

(2) ＩＰバックボーン契約者がＩＰバックボーン契約の申込みの際又はその後に

当社に届け出たＩＰバックボーン契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを

送信し、又はＦＡＸ番号宛にＦＡＸを送信して行います。この場合は、当社が送

信した時をもって、ＩＰバックボーン契約者に対する通知が完了したものとしま

す。 

(3) ＩＰバックボーン契約者がＩＰバックボーン契約の申込みの際又はその後に

当社に届け出たＩＰバックボーン契約者の住所宛に郵送して行います。この場合

は、当社が発送した時をもって、ＩＰバックボーン契約者に対する通知が完了し

たものとします。 

(4) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で

当社が指定した時をもって、ＩＰバックボーン契約者に対する通知が完了したも

のとします。 

２ この約款又は関連法令において書面による通知手続きが求められている場合、前

項各号の手続きにより書面による通知に代えることができるものとします。 

（ＩＰバックボーン契約者からの通知） 

第36条 ＩＰバックボーン契約者（他社接続契約者回線と接続して提供するＩＰバッ

クボーンサービスに係る者に限ります。以下本条において同じとします。）は、他社

接続契約者回線について、第９条（インターネットＧＷ契約申込みの方法）に規定

する事項その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について速やかに

当社に通知していただきます。 

２ ＩＰバックボーン契約者は、前項に規定する通知を行わなかった場合は、ＩＰバ

ックボーンサービスへの接続が出来ない場合があります。 

（注）本条第１項に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。 

(1) 利用休止 

(2) 利用権の譲渡 

(3) 契約の解除 

(4) 地位の承継 

(5) 他社接続契約者回線に係る契約を締結している者の氏名、名称又は住所若しく

は居所の変更 

 

 

T 
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別記 

１ ＩＰアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等 

(1) 当社は、インターネットＧＷ契約者から請求があったときは、そのインターネ

ットＧＷ契約者に代わって、社団法人日本ネットワークインフォメーションセン

ター（以下「ＪＰＮＩＣ」といいます。）にそのインターネットＧＷ契約に係るＩ

Ｐアドレスの割当て若しくは返却、株式会社日本レジストリサービス（以下「Ｊ

ＰＲＳ」といいます。）にそのインターネットＧＷ契約に係るドメイン名（ＪＰＲ

Ｓによって割り当てられるものに限ります。以下１において同じとします。）の割

当て、変更、移転若しくは廃止又はＪＰＮＩＣ若しくはＪＰＲＳにそのインター

ネットＧＷ契約に係るＪＰＮＩＣデータベース（ＩＰアドレス又はドメイン名の

利用にあたりＪＰＮＩＣ又はＪＰＲＳに登録される情報をいいます。）の登録、変

更若しくは更新の申請手続き等を行います。 

(2) (1)の場合、インターネットＧＷ契約者は、料金表第３表（附帯サービスに関

する料金）に規定する料金の支払いを要します。 

(3) インターネットＧＷ契約者が利用するドメイン名（そのインターネットＧＷ契

約に係るもの(利用停止されているもの及び共通編第42条（利用に係るＩＰ通信網

契約者の義務）に定める義務に違反していると当社が判断するものを除きます。）

に限ります。）は、インターネットＧＷ契約者からドメイン名の廃止の請求がない

限り、１年ごとにドメイン名の利用の更新が行われます。この場合、インターネ

ットＧＷ契約者は、料金表第３表に規定する更新に関する料金の支払いを要しま

す。 

(4) インターネットＧＷ契約者は、ドメイン名を利用している場合において、イン

ターネットＧＷ契約の解除をするときは、そのドメイン名について、あらかじめ

指定事業者（ＪＰＲＳに対しドメイン名に係る申請手続き等の代行を行う事業者

であって、ＪＰＲＳが定める者をいいます。以下１において同じとします。）の変

更又はドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。 

(5) (4)の場合において、指定事業者の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きに

係る請求が行われなかったときは、当社は、そのドメイン名について、廃止の申

請手続きを行います。この場合、当社はドメイン名の廃止に伴い発生する損害に

ついて責任を負いません。 

(6) (4)又は(5)の場合において、指定事業者の変更又はドメイン名の廃止が完了す

るまでの間にドメイン名の更新日を越えた場合は、インターネットＧＷ契約者は、

料金表第３表に規定する更新に関する料金の支払いを要します。 

２ インターネットＧＷサービスに係るコネクティビティの提供等 

(1) 当社は、インターネットＧＷ契約者（料金表通則に規定するハウジング利用に

係る者に限ります。以下２において同じとします。）から請求があったときは、そ

のインターネットＧＷサービスに係るコネクティビティ（ＩＰ通信網サービス取

扱所内におけるインターネットＧＷサービスに係る電気通信回線の終端と当社の

施設又は当社が指定する施設に設置されるインターネットＧＷ契約者の設備との

間に設置するケーブル等をいいます。以下同じとします。）を提供します。この場

合、インターネットＧＷ契約者は、料金表第３表（附帯サービスに関する料金）

に規定する料金の支払いを要します。 

(2) 当社は、インターネットＧＷ契約者から請求があったときは、コネクティビテ

ィの設置又はその他の変更に係る工事を行います。この場合、インターネットＧ

Ｗ契約者は、料金表第３表に規定する工事費の支払いを要します。 

(3) コネクティビティを設置するために必要な場所は、インターネットＧＷ契約者

から提供していただきます。 

(4) コネクティビティに必要な電気は、インターネットＧＷ契約者から提供してい

ただきます。 

(5) インターネットＧＷ契約者がコネクティビティを使用することができなくな
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ったときは、当社に修理の請求をしていただきます。 

(6) 当社がコネクティビティを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理

由によりコネクティビティに障害が発生してその通常の使用ができなくなったと

きの損害賠償の取扱いは、そのコネクティビティと接続するインターネットＧＷ

サービスにおける損害賠償の取扱いに準ずるものとします。 

(7) インターネットＧＷ契約者は、当社が設置したコネクティビティを善良な管理

者の注意をもって使用していただきます。 

(8) インターネットＧＷ契約者は、(7)の規定に違反してコネクティビティを亡失

し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工

事等に必要な費用を支払っていただきます。 

(9) インターネットＧＷ契約者は、当社が設置したコネクティビティについて、コ

ネクティビティの廃止、インターネットＧＷ契約の解除、インターネットＧＷサ

ービスの一部若しくは全部の廃止又はその他の事由により、そのコネクティビテ

ィを使用する権利を失ったときは、そのコネクティビティをインターネットＧＷ

契約者の費用負担により原状に復したうえで、当社が指定する期日までに当社が

指定する方法によりＩＰ通信網サービス取扱所へ返還していただきます。 

(10) インターネットＧＷ契約者は、(9)の規定によるコネクティビティの返還が遅

延したとき（当社の責めに帰すべき事由による場合を除きます。）は、当社が別に

算定する金額を支払っていただきます。 

(11) インターネットＧＷ契約者は、(9)の規定によるコネクティビティの返還に関

し、当社がそのコネクティビティをその所在場所から撤去又は回収するときは、

その撤去又は回収に協力するものとし、これを妨害し、又は拒んだりしないもの

とします。 

３ インターネットＧＷサービスに係る回線制御装置の提供等 

(1) 当社は、インターネットＧＷ契約者（料金表通則に規定するＯＣＮタイプのコ

ース１の通常メニューに係る者に限ります。以下３において同じとします。）から

請求があったときは、そのインターネットＧＷサービスに係る回線制御装置（イ

ンターネットＧＷ契約者が、そのインターネットＧＷ契約に係るインターネット

ＧＷサービスを利用して、コンピュータ通信に係る広域網を自ら構築するために

使用する装置等をいいます。以下同じとします。）を提供します。この場合、イン

ターネットＧＷ契約者は、料金表第３表（附帯サービスに関する料金）に規定す

る料金の支払いを要します。 

(2) 当社は、インターネットＧＷ契約者から請求があったときは、料金表第３表に

定めるところにより回線制御装置に係るオプションサービスを提供します。この

場合、インターネットＧＷ契約者は、料金表第３表に規定する料金の支払いを要

します。 

(3) 当社は、インターネットＧＷ契約者から請求があったときは、回線制御装置の

設置若しくは移転、オプションサービスの利用又はその他の変更に係る工事を行

います。この場合、インターネットＧＷ契約者は、料金表第３表に規定する工事

費の支払いを要します。 

(4) 回線制御装置を設置するために必要な場所は、インターネットＧＷ契約者から

提供していただきます。 

(5) 回線制御装置に必要な電気は、インターネットＧＷ契約者から提供していただ

きます。 

(6) インターネットＧＷ契約者が回線制御装置を利用することができなくなった

ときは、当社に修理の請求をしていただきます。 

(7) 当社は、回線制御装置を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由

により回線制御装置に障害が発生してその通常の使用ができなくなったときは、

その回線制御装置が全く使用できない状態にあることを当社が知った時刻から起

算して、96時間（料金表第３表に規定する保守タイプ２の場合は24時間とします。）
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以上その状態が連続したときに限り、そのインターネットＧＷ契約者の損害を賠

償します。 

(8) (7)の場合において、当社は、回線制御装置が全く使用できない状態にあるこ

とを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍数である部分

に限ります。）について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその回

線制御装置の回線制御装置使用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償

します。この場合、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規

定に準じて取り扱います。 

(9) 当社の故意又は重大な過失により回線制御装置に障害が発生してその通常の

使用ができなくなったときは、(7)及び(8)の規定は適用しません。 

(10) インターネットＧＷ契約者は、当社が設置した回線制御装置を善良な管理者

の注意をもって保管していただきます。 

(11) インターネットＧＷ契約者は、(10)の規定に違反して回線制御装置を亡失し、

又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等

に必要な費用を支払っていただきます。 

(12) インターネットＧＷ契約者は、回線制御装置の亡失、き損又は故障等に起因

してインターネットＧＷサービスを利用できなかった期間中の利用料金及び回線

制御装置使用料の支払いを要します。 

(13) インターネットＧＷ契約者は、当社が設置した回線制御装置について、回線

制御装置の廃止、インターネットＧＷ契約の解除、インターネットＧＷサービス

の一部若しくは全部の廃止又はその他の事由により、その回線制御装置を使用す

る権利を失ったときは、その回線制御装置をインターネットＧＷ契約者の費用負

担により原状に復したうえで、当社が指定する期日までに当社が指定する方法に

よりＩＰ通信網サービス取扱所へ返還していただきます。 

(14) インターネットＧＷ契約者は、(13)の規定による回線制御装置の返還が遅延

したとき（当社の責めに帰すべき事由による場合を除きます。）は、当社が別に算

定する金額を支払っていただきます。 

(15) インターネットＧＷ契約者は、(13)の規定による回線制御装置の返還に関し、

当社がその回線制御装置をその所在場所から撤去又は回収するときは、その撤去

又は回収に協力するものとし、これを妨害し、又は拒んだりしないものとします。 

４ トラフィックレポート一括ダウンロードの提供等 

(1) 当社は、ＩＳＰプラットフォーム契約者から請求があったときは、トラフィッ

クレポート一括ダウンロード（複数の契約者回線又は他網接続ポート（いずれも

ＩＳＰプラットフォームサービスに係るものであって、請求者と同一名義のもの

に限ります。）に係るトラフィックレポートを一括して取得することができるサー

ビスをいいます。以下同じとします。）を提供します。この場合、ＩＳＰプラット

フォーム契約者は、料金表第３表（附帯サービスに関する料金）に規定する料金

の支払いを要します。 

(2) トラフィックレポート一括ダウンロードには、料金表第３表に定めるところに

より最低利用期間があります。 

(3) (2)の最低利用期間は、トラフィックレポート一括ダウンロードの提供を開始

した日を含む料金月の翌料金月から起算して12料金月とします。 

(4) ＩＳＰプラットフォーム契約者は、最低利用期間内又はトラフィックレポート

一括ダウンロードの提供を開始した日を含む料金月において、トラフィックレポ

ート一括ダウンロードの廃止があった場合は、当社が定める期日までに、料金表

第３表に規定する額を支払っていただきます。 

(5) 当社は、ＩＳＰプラットフォーム契約者に、トラフィックレポート一括ダウン

ロードを利用するためのログインＩＤ及びパスワード（以下この別記４において

「ＩＤ等」といいます。）を付与します。 

(6) ＩＳＰプラットフォーム契約者は、ＩＤ等を管理する責任を負うものとし、そ
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の内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとします。 

(7) 当社は、ＩＤ等の一致を確認した場合、当該ＩＤ等が付与されたＩＳＰプラッ

トフォーム契約者本人によるトラフィックレポート一括ダウンロードの利用とみ

なします。 

(8) 当社は、当社の責めによらない理由によりＩＤ等が第三者に漏洩したことによ

りＩＳＰプラットフォーム契約者に生じた損害について、責任を負いません。 

(9) 当社は、ＩＳＰプラットフォーム契約者が(6)の規定に違反して当社の業務遂

行又は当社の設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると当社が判断した場

合、ＩＤ等の変更その他必要な措置をとることがあります。この場合、当該措置

によりＩＳＰプラットフォーム契約者に生じた損害について、当社は責任を負い

ません。 

(10) 当社は、当社の設備の保守上又は工事上等やむを得ない場合は、トラフィッ

クレポート一括ダウンロードの利用を中止することがあります。この場合、当社

は、あらかじめそのことを当社が指定する方法によりＩＳＰプラットフォーム契

約者に通知します。 

 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

(11) 当社は、ＩＳＰプラットフォームサービスの利用料金の算定又はＩＳＰプラ

ットフォームサービスを全く利用できない状態が連続した時間の算出は、トラフ

ィックレポートの表示値にかかわらず、第28条（料金適用上必要な事項の測定等）、

第29条（ＩＰバックボーンサービスに係る料金等の支払義務）及び第31条（責任

の制限）の規定に基づき行います。 

(12) 当社は、トラフィックレポート一括ダウンロードを提供すべき場合において、

トラフィックレポート一括ダウンロードを提供するための当社の設備に障害が発

生してトラフィックレポート一括ダウンロードを全く利用できない状態が生じた

ときに限り、トラフィックレポート一括ダウンロードに係る料金の支払い及び損

害賠償について、ＩＳＰプラットフォームサービスの場合に準じて取り扱います。 

(13) 当社は、トラフィックレポートの内容について一切の保証をしないものとし、

トラフィックレポートの利用に起因するＩＳＰプラットフォーム契約者又は第三

者の損害について、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いま

せん。 
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料金表 

通則 

（利用料金の設定） 

１ 利用料金（他社接続契約者回線に係るものに限ります。）は、当社の提供区間と特

定協定事業者の提供区間とを合わせて当社が設定します。 

 ただし、その特定協定事業者の契約約款及び料金表等に規定するところによりそ

の特定協定事業者が定める料金については、この限りでありません。 

（料金の計算方法等） 

１の２ 当社は、ＩＰバックボーン契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利

用料金は料金月に従って計算します。 

 ただし、当社が必要と認めるときは料金月によらず随時に計算します。 

２ 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金（定額利用料の加算料、付加機能利

用料（トラフィック制御機能に係るものに限ります。）及び付加機能利用料（大量通

信制御機能のＧＩＮタイプ１に係るものに限ります。）の加算料を除きます。）をそ

の利用日数に応じて日割します。 

(1) 料金月の初日以外の日にＩＰバックボーンサービスの提供の開始（付加機能に

ついてはその提供の開始）があったとき。 

(2) 料金月の初日以外の日に契約の解除（付加機能についてはその廃止）があった

とき。 

(3) 料金月の初日にＩＰバックボーンサービスの提供の開始（付加機能については

その提供の開始）を行い、その日にその契約の解除（付加機能についてはその廃

止）があったとき。 

(4) 料金月の初日以外の日にＩＰバックボーンサービスの区別等の変更（付加機能

に係るものを含みます。）により利用料金の額が増加又は減少したとき。この場合、

増加又は減少後の利用料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。 

(5) 第29条（ＩＰバックボーンサービスに係る料金等の支払義務）第２項第２号の

表（２欄の規定を除きます。）の規定（これに準ずる規定を含みます。）に該当す

るとき。 

(6) ４の規定に基づく起算日の変更があったとき。 

３ ２の規定による利用料金の日割は暦日数により行います。この場合、第29条第２

項第２号の表の１欄に規定する料金の算出に当たっては、その日数計算の単位とな

る24時間をその開始時刻が属する日とみなします。 

４ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更するこ

とがあります。 

（端数処理） 

５ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場

合は、その端数を切り捨てます。 

（料金等の支払い） 

６ ＩＰバックボーン契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める

期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。 

７ 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただ

きます。 

（料金等の一括後払い） 

８ 当社は、当社に特別の事情がある場合は、６及び７の規定にかかわらず、ＩＰバ

ックボーン契約者の承諾（電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）第

22条の２の２に規定する説明を事前に行った場合を含みます。）を得て、２月以上の

料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 

（過払金の相殺） 

９ 当社は、１以上の料金月の料金が重複して支払われた結果、過払いが発生したと

きは、それ以後の料金月の料金でその過払金を相殺して返還することがあります。 
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（前受金） 

10 当社は、料金又は工事に関する費用について、ＩＰバックボーン契約者が希望さ

れる場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることが

あります。 

（注）10に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件

として預かることをいいます。 

（消費税相当額の加算） 

11 この約款の規定により料金表に定める料金（通則13に規定するＧＩＮタイプ１に

係る基本額を除きます。）又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている

額は、この料金表に定める額（税抜価格（消費税相当額を加算しない額とします。

以下同じとします。）に基づき計算された額とします。）に消費税相当額を加算した

額とします。 

上記算定方法により、支払いを要することになった額は、料金表に表示された額

（税込価格（消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。））の合計と

異なる場合があります。 

（注１）この料金表に規定する料金額は、税抜価格とし、かっこ内の料金額は、税込

価格を表示します。 

（注２）関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当

額は変更後の税率により計算するものとします。 

（料金等の臨時減免） 

12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にか

かわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。 

（注）当社は料金等の減免を行ったときは、その旨を周知します。 

（インターネットＧＷサービスの区別等） 

13 当社は、この料金表を適用するにあたって、次のとおりインターネットＧＷサー

ビスの区別等を定めます。 

(1) インターネットＧＷサービスには、次のサービスタイプの区別があります。 
 

サービスタイプの区別 内  容 

ＯＣＮタイプ ＡＳ４７１３に係る通信を行うもの 

ＧＩＮタイプ１ ＡＳ２９１４に係る通信を行うもの 

ＧＩＮタイプ２ ＡＳ２９１４及びＡＳ４７１３に係る通信

を行うもの 

備考 

１ インターネットＧＷ契約者は、サービスタイプの区別の変更の請求を行う

ことができません。 

２ ＯＣＮタイプ、ＧＩＮタイプ１及びＧＩＮタイプ２には、次の接続先の区

別があります。 

 接続先の区別 内  容  

 コース１ コース２以外のもの  

 コース２ ＡＳ４７１３又はＡＳ２９１４に係る

通信のほか、ＪＰＮＡＰに係る通信（Ｊ

ＰＮＡＰサービス（インターネットマル

チフィード株式会社が提供するインタ

ーネット相互接続サービスをいいます。

以下同じとします。）に係る電気通信設

備に接続するものとします。以下同じと
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します。）が可能なもの 

３ インターネットＧＷ契約者は、接続先の区別の変更の請求を行うことがで

きません。 

４ コース２を利用するインターネットＧＷ契約者は、ＪＰＮＡＰに係る通信

について、そのＪＰＮＡＰサービスに係る契約者の同意を得るものとしま

す。 

５ 当社は、インターネットＧＷサービスの基本機能として、ブラックホール

機能（インターネットＧＷ契約者があらかじめ指定したＩＰアドレス宛のパ

ケットを破棄できる機能をいいます。以下同じとします。）を提供します。 

 ただし、ＪＰＮＡＰに係る通信には、ブラックホール機能を提供しません。 

 

(2) インターネットＧＷサービスには、次の通信の区分があります。 
 

通信の区分 内  容 

ギャランティアクセス インターネットＧＷ契約者が指定する品目

に係る符号伝送速度による通信を確保する

もの 

バーストアクセス インターネットＧＷ契約者が指定する最低

伝送速度（ＩＰ通信網が通常状態である場合

において最低限伝送可能な速度をいいます。

以下同じとします。）による通信を確保する

もの 

備考 

１ バーストアクセスは、ＯＣＮタイプのコース１に限り提供します。 

２ 当社は、相互接続点又はＮＳＰＩＸＰ等との接続点を介して接続している

電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 

 

(3) インターネットＧＷサービスには、次の品目等があります。 

ア ギャランティアクセスに係るもの 
 

品   目 内  容 

イーサタイプ 10Mb/s 10Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 100Mb/s 100Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 200Mb/s 200Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 300Mb/s 300Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 400Mb/s 400Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 500Mb/s 500Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 600Mb/s 600Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 700Mb/s 700Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 800Mb/s 800Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 900Mb/s 900Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 １Gb/s １Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 ２Gb/s ２Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 
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 ３Gb/s ３Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 ４Gb/s ４Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 ５Gb/s ５Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 ６Gb/s ６Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 ７Gb/s ７Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 ８Gb/s ８Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 10Gb/s 10Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 20Gb/s 20Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 30Gb/s 30Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 40Gb/s 40Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 50Gb/s 50Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 60Gb/s 60Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 70Gb/s 70Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 80Gb/s 80Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 100Gb/s 100Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 200Gb/s 200Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 300Gb/s 300Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 400Gb/s 400Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 500Gb/s 500Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 600Gb/s 600Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 700Gb/s 700Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 800Gb/s 800Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

備考 

１ ギャランティアクセスには契約者回線等による区分があります。 

 契約者回線等による区分 内   容  

 ＮＴＴＣｏｍ光アクセス利用 加入者回線を設置して提供するもので

あって、ＮＴＴ東日本・西日本ワイド利

用及びＮＴＴ東日本・西日本ＩＷ利用以

外のもの 

 

 ＮＴＴ東日本・西日本ワイド利

用 

加入者回線（契約事業者（NTT東日本株

式会社及びNTT西日本株式会社に限りま

す。）の提供する電気通信サービスに係

るものに限ります。）を設置して提供す

るものであって、ＮＴＴ東日本・西日本

ＩＷ利用以外のもの 

 

 ＮＴＴ東日本・西日本ＩＷ利用 加入者回線（契約事業者（NTT東日本株

式会社及びNTT西日本株式会社に限りま

す。）の提供する電気通信サービス（契
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約事業者のＬＡＮ型通信網サービス契

約約款に定める第３種サービスのうち、

NTT東日本株式会社についてはプラン

２、NTT西日本株式会社についてはタイ

プ２に係るものに限ります。）に係るも

のに限ります。）を設置して提供するも

の 

 電力系ＮＣＣ利用 他社接続契約者回線（共通編別記２の

(2)及び２の(7)に定める特定協定事業

者の提供する電気通信サービス（共通編

別記17の(2)アに掲げるものに限りま

す。）に係るものに限ります。）と接続し

て提供するもの 

 

 ハウジング利用 契約者回線を設置して提供するもの  

２ 当社は、契約者回線等による区分ごとに次表に掲げる品目を提供します。 

 契約者回線等による区分 提供する品目  

 ＮＴＴＣｏｍ光アクセス利用 10Mb/s、100Mb/s及び１Gb/sから800Gb/s

までの品目 

 

 ＮＴＴ東日本・西日本ワイド利

用 

10Mb/s及び100Mb/sの品目  

 ＮＴＴ東日本・西日本ＩＷ利用 100Mb/s及び１Gb/sの品目  

 電力系ＮＣＣ利用（北海道総合

通信網株式会社、株式会社ＳＴ

Ｎｅｔ及びＯＴＮｅｔ株式会社

に係るものを除きます。） 

10Mb/s及び100Mb/sから１Gb/sまでの品

目 

 

 電力系ＮＣＣ利用（北海道総合

通信網株式会社に係るものに限

ります。） 

10Mb/s、100Mb/s、200Mb/s、300Mb/s、

500Mb/s、700Mb/s又は１Gb/sの品目 

 

 電力系ＮＣＣ利用（株式会社Ｓ

ＴＮｅｔ及びＯＴＮｅｔ株式会

社に係るものに限ります。） 

10Mb/s、100Mb/sから500Mb/sまで又は１

Gb/sの品目 

 

 ハウジング利用 10Mb/s、100Mb/s及び１Gb/sから800Gb/s

までの品目 

 

３ 10Mb/sの品目に係るインターネットＧＷ契約の申込みは、第３種オープン

コンピュータ通信網サービス、第５種オープンコンピュータ通信網サービス

又は第８種オープンコンピュータ通信網サービス（いずれも品目に係る符号

伝送速度が10Mbit/s以下のものに限ります。）の代替として10Mb/sの品目を

利用する場合に限り行うことができます。 

４ 当社は、10Mb/s及び100Mb/sの品目をＯＣＮタイプであって、コース１の

ものに限り提供します。 

５ 当社は、ＮＴＴ東日本・西日本ＩＷ利用を、ＯＣＮタイプであってコース

１のものに限り提供します。 

６ 当社は、電力系ＮＣＣ利用をＯＣＮタイプ及びＧＩＮタイプ１であって、

コース１のものに限り提供します。 
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７ 他社接続契約者回線の品目は、インターネットＧＷサービスの品目と同一

のものとします。 

８ 他社接続契約者回線の契約の種別は、契約の種別があるものについては、

臨時契約（それに相当するものを含みます。）以外のものとします。 

９ 共通編別記２の(2)及び２の(7)に掲げる特定協定事業者の契約約款及び

料金表において、接続可能な他社接続契約者回線に係る契約の種別及び通信

又は保守の態様による細目について別段の定めがある場合は、その定めると

ころによります。 

10 当社は、ＮＴＴ東日本・西日本ワイド利用に係る利用の開始及び変更の申

込みを承諾しません。 
 

 

イ バーストアクセスに係るもの 
 

品   目 内  容 

イーサタイプ 10Mb/s 10Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 100Mb/s 100Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

 １Gb/s １Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

備考 

１ バーストアクセスには契約者回線等による区分があります。 

 契約者回線等による区分 内   容  

 ＮＴＴＣｏｍ光アクセス利用 加入者回線を設置して提供するもので

あって、ＮＴＴ東日本・西日本ワイド利

用及びＮＴＴ東日本・西日本ＩＷ利用以

外のもの 

 

 ＮＴＴ東日本・西日本ワイド利

用 

加入者回線（契約事業者（NTT東日本株

式会社及びNTT西日本株式会社に限りま

す。）の提供する電気通信サービスに係

るものに限ります。）を設置して提供す

るものであって、ＮＴＴ東日本・西日本

ＩＷ利用以外のもの 

 

 ＮＴＴ東日本・西日本ＩＷ利用 加入者回線（契約事業者（NTT東日本株

式会社及びNTT西日本株式会社に限りま

す。）の提供する電気通信サービス（契

約事業者のＬＡＮ型通信網サービス契

約約款に定める第３種サービスのうち、

NTT東日本株式会社についてはプラン

２、NTT西日本株式会社についてはタイ

プ２に係るものに限ります。）に係るも

のに限ります。）を設置して提供するも

の 

 

２ 当社は、契約者回線等による区分ごとに次表に掲げる品目を提供します。 

 契約者回線等による区分 提供する品目  

 ＮＴＴＣｏｍ光アクセス利用 １Gb/sの品目  

 ＮＴＴ東日本・西日本ワイド利 10Mb/s及び100Mb/sの品目  
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用 

 ＮＴＴ東日本・西日本ＩＷ利用 100Mb/s及び１Gb/sの品目  

３ 当社は、バーストアクセスについて、次表のとおり、最低伝送速度を定め

ます。 

 品   目 最低伝送速度  

 10Mb/s １Mbit/s  

 100Mb/s 10Mbit/s  

 １Gb/s 100Mbit/s  

４ 10Mb/sの品目に係るインターネットＧＷ契約の申込みは、第３種オープン

コンピュータ通信網サービス又は第８種オープンコンピュータ通信網サー

ビス（いずれも品目に係る符号伝送速度が10Mbit/s以下のものに限ります。）

の代替として10Mb/sの品目を利用する場合に限り行うことができます。 

５ 当社は、ＮＴＴ東日本・西日本ワイド利用に係る利用の開始及び変更の申

込みを承諾しません。 

 

(4) インターネットＧＷサービスには、次の通信又は保守の態様による細目があり

ます。 

ア 通信プロトコルによる区別 
 

区  別 内   容 

ＩＰｖ４タイプ そのインターネットＧＷ契約に係る通信の

プロトコルにＩＰｖ４を利用するもの 

ＩＰｖ６タイプ そのインターネットＧＷ契約に係る通信の

プロトコルにＩＰｖ６及びＩＰｖ４を利用

するもの 

 

イ 加入者回線の利用方法による区別 
 

区  別 内   容 

通常メニュー 多回線共用メニュー以外のもの 

多回線共用メニュー １Gbit/s、10Gbit/s又は100Gbit/sまでの符

号伝送が可能な同一の電気通信回線を２回

線以上束ねて１の加入者回線とみなして提

供するもの 

備考 

１ 当社は、通常メニューを10Mb/s、100Mb/sから１Gb/sまで、10Gb/s又は

100Gb/sの品目に限り提供します。 

２ 当社は、多回線共用メニューをＯＣＮタイプ又はＧＩＮタイプ１のコース

１であって、２Gb/sから８Gb/sまでの品目、20Gb/sから80Gb/sまでの品目又

は200Gb/sから800Gb/sまでの品目に限り提供します。 

３ インターネットＧＷ契約者は、加入者回線の利用方法による区別の変更の

請求を行うことができません。 
 

 

（ＩＳＰプラットフォームサービスの区別等） 

14 当社は、この料金表を適用するにあたって、次のとおりＩＳＰプラットフォーム
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サービスの区別等を定めます。 

(1) ＩＳＰプラットフォームサービスには、次の伝送方式の区別があります。 
 

伝送方式の区別 内     容 

網型タイプ ＶＰＬＳにより通信を行うもの 

線型タイプ 網型タイプ以外のもの 

 

(2) ＩＳＰプラットフォームサービスには、次のサービスタイプの区別があります。 
 

サービスタイプの区別 内     容 

センタータイプ 契約者回線がＩＳＰプラットフォーム契約

者の指定するビルに終端するもの 

他網接続タイプ 他網接続ポートが当社の定める協定事業者

のビルに終端するもの 

 

(3) ＩＳＰプラットフォームサービスには、次の通信の区分があります。 
 

通信の区分 内     容 

ギャランティ ＩＳＰプラットフォーム契約者が指定する

品目に係る符号伝送速度による通信を確保

するもの 

備考 ＩＳＰプラットフォーム契約者は、同じＶＰＮグループに属する契約者回

線又は他網接続ポートとの間で通信を行うことができます。 

 

(4) ＩＳＰプラットフォームサービスには、次の品目等があります。 

ア 網型タイプに係るもの 

(ア) センタータイプに係るもの 
 

品   目 内  容 

イーサタイプ 10Gb/s 最大10Gbit/sの符号伝送が可能なもの 

 

(イ) 他網接続タイプに係るもの 
 

品   目 内  容 

イーサタイプ １Gb/s 最大１Gbit/sの符号伝送が可能なもの 

 10Gb/s 最大10Gbit/sの符号伝送が可能なもの 

 
 

イ 線型タイプに係るもの 

(ア) センタータイプに係るもの 
 

品   目 内  容 

イーサタイプ 10Gb/s 最大10Gbit/sの符号伝送が可能なもの 

 100Gb/s 最大100Gbit/sの符号伝送が可能なもの 

備考 

１ 100Gb/sの品目は、当社が指定する方法により、異なるＶＰＮグループに

属する他網接続ポートと多重通信を行うものとします。 
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２ ＩＳＰプラットフォーム契約者（100Gb/s品目に係る者に限ります。）は、

他網接続ポートとの多重通信に係る論理回線の設定又は廃止の請求をする

ことができます。 

３ 備考２の請求があったときは、当社は、共通編第10条（ＩＰ通信網契約申

込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

(イ) 他網接続タイプに係るもの 
 

品   目 内  容 

イーサタイプ 10Gb/s 最大10Gbit/sの符号伝送が可能なもの 

 

（インターネットＧＷサービスのＳＬＡに係る料金の扱い） 

15 インターネットＧＷサービスのＳＬＡに係る料金の扱いについては、次のとおり

とします。 

(1) 当社は、インターネットＧＷサービスに係るサービスタイプの区別に応じて、

次表に規定するＳＬＡを適用します。 
 

サービスタイプの区別 ＳＬＡの項目 

ＯＣＮタイプ 故障回復時間ＳＬＡ 

故障通知時間ＳＬＡ 

遅延時間ＳＬＡ 

パケット損失率ＳＬＡ 

ＧＩＮタイプ１ 

ＧＩＮタイプ２ 

故障回復時間ＳＬＡ 

故障通知時間ＳＬＡ 

遅延時間ＳＬＡ 

パケット損失率ＳＬＡ 

平均ジッタＳＬＡ 

最大ジッタＳＬＡ 

備考 

１ ＧＩＮタイプ１及びＧＩＮタイプ２に係る通信プロトコルによる区別が

ＩＰｖ６タイプの場合は、故障通知時間ＳＬＡを適用しません。 

２ ＧＩＮタイプ１及びＧＩＮタイプ２に係る適用事象が発生した場合、イン

ターネットＧＷ契約者はその適用事象が発生した日から起算して60日以内

に当社に対し請求した場合に限りそのＳＬＡを適用するものとします。 

 

(2) 当社は、共通編別記１に規定する当社の提供区間において、次に掲げるＳＬＡ

の適用事象が発生した場合は、その返還基準額に料金返還率を乗じて得た額を、

返還料金額としてインターネットＧＷ契約者に返還します。 

ア 故障回復時間ＳＬＡ 

(ア) 故障回復時間ＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表の

とおりとします。 
 

適用事象 返還基準額 料金返還率 

インターネット

ＧＷ契約者の責

めによらない理

由により、その

インターネット

ＧＷサービスに

そのインター

ネットＧＷサ

ービスを全く

利用できない

状態が発生し

た時点におけ

Ａ Ｂ以外の場合 

利用不能時間 料金返還率 

15分以上30分未満 １/100 

30分以上１時間未満 １/90 
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係る利用不能時

間が右欄の表に

規定する時間に

該当するとき 

るその原因区

間に係る利用

料金（加算料

を除きます。） 

１時間以上12時間未満 １/30 

12時間以上24時間未満 １/10 

24時間以上72時間未満 １/5 

72時間以上 １ 
 

  Ｂ 原因区間が当社網内（ＡＳ２９１４に

係るものに限ります。）の場合 

利用不能時間 料金返還率 

15分以上１時

間未満 

１を当該月の日数で

除して得た値 

１時間以上２

時間未満 

２を当該月の日数で

除して得た値 

２時間以上 利用不能時間（１時

間の倍数である部分

に限ります。）に１を

加えた値を、当該月

の日数で除して得た

値 

備考 この表に基づく返還料金額は、

そのインターネットＧＷサービス

を全く利用できない状態が発生し

た時点における料金月の返還基準

額を上限とします。 
 

 

(イ) 全く利用できない状態は、通信プロトコルによる区別がＩＰｖ６タイプ

の場合において、ＩＰｖ６又はＩＰｖ４のどちらか一方又は両方の通信が、

全く利用できない状態であるときを含みます。以下、この通則15において同

じとします。 

(ウ) 利用不能時間は、インターネットＧＷ契約者の責めによらない理由によ

り、そのインターネットＧＷサービスが全く利用できない状態であることを

当社が知った時刻（共通編第36条（ＩＰ通信網契約者の切分責任）の規定に

より、そのインターネットＧＷ契約者が当社に修理の請求をした時刻（その

時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。）とし

ます。以下、この通則15において同じとします。）から起算して、その状態が

解消するまでの連続した時間をいいます。以下この通則15において同じとし

ます。 

(エ) 原因区間とは、そのインターネットＧＷ契約に係る当社の電気通信設備

（契約事業者の電気通信設備を含みます。）が故障した区間をいいます。以下

この通則15において同じとします。 

(オ) 当社は、そのインターネットＧＷサービスが全く利用できない状態であ

ることを当社が知った時点において、そのインターネットＧＷサービスにつ

いて利用中止（当社があらかじめそのことをインターネットＧＷ契約者に通

知したときに限ります。）、利用停止又は接続休止（以下この通則15において

「利用中止等」といいます。）としているときは、その期間については利用不

能時間として取り扱いません。 

この場合において、そのインターネットＧＷ契約に係る料金については、

第29条（ＩＰバックボーンサービスに係る料金等の支払義務）第２項の規定
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を適用します。 

(カ) 当社は、(オ)に規定するほか、そのインターネットＧＷサービスの修理

にあたり、インターネットＧＷ契約者がその修理に必要な措置を行わないと

きは、その期間については利用不能時間として取り扱いません。 

(キ) 当社は、故障回復時間ＳＬＡが適用される場合には、第29条第２項第２

号の規定（表の１欄に係るものに限ります。）は適用しません。 

ただし、返還基準額以外のそのインターネットＧＷサービスに係る月額料

金については、第29条第２項第２号の規定（表の１欄に係るものに限ります。）

を適用します。 

(ク) 当社は、(ア)に規定するほか、当社の故意又は重大な過失によりそのイ

ンターネットＧＷサービスを全く利用できない状態（その状態が連続した時

間が15分未満となるものに限ります。）が生じたときは、第29条第２項第２号

の規定（表の２欄に係るものに限ります。）を適用します。 

(ケ) 当社は、適用事象の発生が１の料金月（当社が別に定める場合は２の料

金月とします。）において複数回となる場合は、それぞれの返還料金額の合計

額を返還します。 
 

イ 故障通知時間ＳＬＡ 

(ア) 故障通知時間ＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表の

とおりとします。 
 

適用事象 返還基準額 料金返還率 

インターネットＧＷ契約者の

責めによらない理由により、

そのインターネットＧＷサー

ビスが全く利用できない状態

であることを当社が知った時

刻から起算して30分以内にそ

の状態であることをインター

ネットＧＷ契約者があらかじ

め指定した連絡先に通知しな

かったとき 

そのインターネ

ットＧＷサービ

スが全く利用で

きない状態であ

ることを当社が

知った時点にお

けるその原因区

間に係る利用料

金（加算料を除き

ます。） 

Ａ Ｂ以外の場合 

１/30 

 

Ｂ 原因区間が当社網内

（ＡＳ２９１４に係るも

のに限ります。）の場合 

１を当該月の日数で除して

得た値 

 

(イ) 当社は、次のＡからＣまでに掲げる場合には、故障通知時間ＳＬＡを適

用しません。 

Ａ 共通編第36条（ＩＰ通信網契約者の切分責任）の規定により、そのイン

ターネットＧＷ契約者が当社に修理の請求をしたことによりそのインター

ネットＧＷサービスが全く利用できない状態であることを当社が知ったと

き。 

Ｂ そのインターネットＧＷサービスが全く利用できない状態であることを

当社が知った時点において、そのインターネットＧＷサービスについて利

用中止等としているとき。 

Ｃ 連絡先に係る電気通信設備の状況により当社からその連絡先に通知でき

ないとき。 

(ウ) 当社は、適用事象の発生が１の料金月（当社が別に定める場合は２の料

金月とします。）において複数回となる場合は、それぞれの返還料金額の合計

額を返還します。 
 

ウ 遅延時間ＳＬＡ 

(ア) 遅延時間ＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表のとお

りとします。 
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適用事象 返還基準額 料金返還率 

当社網内（ＡＳ２９１４

に係るもの又はＡＳ４

７１３に係るものとし

ます。）の１の提供区間

の一端から送信された

ＩＰパケットのその提

供区間の往復に要する

時間（インターネットＧ

Ｗサービスを全く利用

できない状態が生じた

場合を除きます。）の料

金月単位での平均時間

が、右欄の表に規定する

時間を超えたとき 

その料金月に

おける利用料

金（定額利用

料の基本料に

限ります。） 

Ａ Ｂ以外の場合 

区間 平均時間 料金返

還率 

日本国内 25ミリ秒 １/30 

Ｂ 当社網内（ＡＳ２９１４に係

るものに限ります。）の場合 

区間 平均時間 料金返

還率 

日本国内 25ミリ秒 １を当

該月の

日数で

除して

得た値 

アジア域

内 

95ミリ秒 

米国内 50ミリ秒 

欧州内 35ミリ秒 

欧米間 80ミリ秒 

日米間 130 ミ リ

秒 

亜欧間 285 ミ リ

秒 
  

 

(イ) 通信プロトコルによる区別がＩＰｖ６タイプの場合は、ＩＰｖ６又はＩ

Ｐｖ４のいずれか大きい方の平均時間を適用します。 

(ウ) 当社は、そのインターネットＧＷサービスについて、その料金月を連続

して利用中止等としているときは、遅延時間ＳＬＡによる料金返還を行いま

せん。 

(エ) 返還基準額は、通則２に規定する場合が生じたときは通則３の規定に基

づき算出した額とします。 
 

エ パケット損失率ＳＬＡ 

(ア) パケット損失率ＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表

のとおりとします。 
 

適用事象 返還基準額 料金返還率 

当社網内（ＡＳ２９１４に係る

もの又はＡＳ４７１３に係る

ものとします。）に係る提供区

間において当社が測定したパ

ケット損失率（その１の提供区

間の一端から送信されたＩＰ

パケットのその提供区間にお

ける損失率（当社の責めによら

ない理由によるパケット損失

は算定から除きます。）をいい

ます。）の料金月単位での平均

値が、右欄の表に規定する割合

その料金月

における利

用料金（定

額利用料の

基本料に限

ります。） 

Ａ Ｂ以外の場合 

パケット

損失率 

料金返還率 

0.3% １/30 

Ｂ 当社網内（ＡＳ２９１４

に係るものに限ります。）の

場合 
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を超えた場合 

  

パケット

損失率 

料金返還率 

0.1% １を当該月

の日数で除

して得た値 

 

(イ) 通信プロトコルによる区別がＩＰｖ６タイプの場合は、ＩＰｖ６又はＩ

Ｐｖ４のいずれか大きい方の損失率を適用します。 

(ウ) 当社は、そのインターネットＧＷサービスについて、その料金月を連続

して利用中止等としているときは、パケット損失率ＳＬＡによる料金返還を

行いません。 

(エ) 返還基準額は、通則２に規定する場合が生じたときは通則３の規定に基

づき算出した額とします。 
 

オ 平均ジッタＳＬＡ 

(ア) 平均ジッタＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表のと

おりとします。 
 

適用事象 返還基準額 料金返還率 

当社網内（ＡＳ２９１４に係る

ものに限ります。）に係る提供

区間において、当社が測定した

ジッタ値の料金月単位での平

均値が0.25ミリ秒を超える提

供区間があった場合 

その料金月における利用

料金（定額利用料の基本

料に限ります。） 

１を当該月の日

数で除して得た

値 

 

(イ) 当社は、そのインターネットＧＷサービスについて、その料金月を連続

して利用中止等としているときは、平均ジッタＳＬＡによる料金返還を行い

ません。 

(ウ) 返還基準額は、通則２に規定する場合が生じたときは通則３の規定に基

づき算出した額とします。 
 

カ 最大ジッタＳＬＡ 

(ア) 最大ジッタＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表のと

おりとします。 
 

適用事象 返還基準額 料金返還率 

当社網内（ＡＳ２９１４に係る

ものに限ります。）に係る提供

区間において、その料金月に当

社が測定した全てのジッタ値

のうち10ミリ秒を超えるもの

の割合が0.1％を超えた場合 

その料金月における利用

料金（定額利用料の基本

料に限ります。） 

１を当該月の日

数で除して得た

値 

 

(イ) 当社は、そのインターネットＧＷサービスについて、その料金月を連続

して利用中止等としているときは、最大ジッタＳＬＡによる料金返還を行い

ません。 

(ウ) 返還基準額は、通則２に規定する場合が生じたときは通則３の規定に基

づき算出した額とします。 
 

(3) 当社は、各ＳＬＡの返還料金額は、各ＳＬＡの適用事象が発生した日を含む料
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金月（当社が別に定める場合は翌料金月を含みます。）に係る利用料金（返還基準

額に係るものに限るものとし、通則２に規定する場合が生じたときは通則３の規

定に基づき算出した額とします。）の合計額（第29条第２項第２号の規定により支

払いを要しないこととなる料金額を減じた後の額とします。以下、「返還上限額」

といいます。）を上限として適用します。 

(4) 当社は、(2)の表のＳＬＡの項目のうちいずれか２以上を１の料金月に適用す

る場合は、その返還料金額を合計した額を返還します。 

ただし、その返還料金額の合計額が、それぞれのＳＬＡの返還上限額のうち最

も高額となるものを超える場合は、その最も高額となる返還上限額を返還します。 

(5) ＪＰＮＡＰに係る通信は、(2)のウからカまでのＳＬＡの適用事象に係る測定

等の対象としません。 

(6) 当社は、(2)に規定する各ＳＬＡの適用事象の発生が天災、事変その他の非常

事態によるものである場合は、ＳＬＡを適用しません。この場合、そのインター

ネットＧＷサービスに係る料金の支払義務については、第29条第２項第２号の表

の１欄の規定を適用します。 

(7) ＧＩＮタイプ１（その契約者回線又は加入者回線に係る終端が当社が別に定め

る場所となるときに限ります。）における適用事象（故障回復ＳＬＡ及び遅延時間

ＳＬＡに係るものに限ります。）についてはＡの料金返還率を適用することがあり

ます。 

（注１）通則15の(2)のア及びイ並びに(3)に規定する当社が別に定める場合は、故

障回復時間ＳＬＡ又は故障通知時間ＳＬＡに係る適用事象が、そのインターネ

ットＧＷサービスの提供を開始した料金月に生じた場合であって、料金月の初

日以外の日にそのインターネットＧＷサービスの提供を開始した場合とします。 

（注２）通則15の(7)に規定する当社が別に定める場所は、次表に掲げるものを除く

道県内の場所とします。 
 

都府県の区域 

茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、東京都、埼玉県、千葉県、

神奈川県、大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、富山県、石

川県、福井県、徳島県、香川県、愛媛県又は高知県 
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第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１ 利用料金 

１ インターネットＧＷ契約に係るもの 

   １－１ 適用 
 

区  分 内         容 

(1) インターネ

ットＧＷサービ

ス区域の設定 

当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、インター

ネットＧＷサービスの需要と供給の見込み等を考慮してインタ

ーネットＧＷサービス区域を設定します。 

(2) 定額利用料

の適用 

ア インターネットＧＷサービスの利用料金として定額利用料

を適用します。 

イ 定額利用料は、基本額とアクセス回線料を合算して適用し

ます。 

 ただし、ギャランティアクセスのハウジング利用及びバー

ストアクセスについては、基本額のみを適用します。 

ウ ギャランティアクセスの基本額は、基本料及び加算料を合

算して適用します。 

ただし、その品目ごとに利用速度が次の表に定める基本料

適用速度までの場合（利用速度が０の場合を含みます。）は基

本料のみを適用し、利用速度が基本料適用速度を超える場合

は基本料とその利用速度に対応する加算料（次表に定める加

算料適用上限速度及び加算料適用単位速度と１－２（料金額）

の規定とに基づいて算定します。）を合算して適用します。 

(ア) 通常メニューの場合 

  品 目 

（イーサ 

タイプ） 

基本料 

適用速度 

加算料 

適用 

上限速度 

加算料 

適用 

単位速度 

 

  10Mb/s １Mbit/s 10Mbit/s １Mbit/s  

  100Mb/s 10Mbit/s 100Mbit/s １Mbit/s  

  200Mb/s 100Mbit/s 200Mbit/s １Mbit/s  

  300Mb/s 100Mbit/s 300Mbit/s １Mbit/s  

  400Mb/s 100Mbit/s 400Mbit/s １Mbit/s  

  500Mb/s 100Mbit/s 500Mbit/s １Mbit/s  

  600Mb/s 100Mbit/s 600Mbit/s １Mbit/s  

  700Mb/s 100Mbit/s 700Mbit/s １Mbit/s  

  800Mb/s 100Mbit/s 800Mbit/s １Mbit/s  

  900Mb/s 100Mbit/s 900Mbit/s １Mbit/s  

  １Gb/s 100Mbit/s 1000Mbit/s １Mbit/s  

  10Gb/s 1000Mbit/s 10000Mbit/s １Mbit/s  

  100Gb/s 10000Mbit/s 100000Mbit/s １Mbit/s  

 (イ) 多回線共用メニューの場合 
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  品 目 

（イーサ 

タイプ） 

基本料 

適用速度 

加算料 

適用 

上限速度 

加算料 

適用 

単位速度 

 

  ２Gb/s 200Mbit/s 2000Mbit/s １Mbit/s  

  ３Gb/s 300Mbit/s 3000Mbit/s １Mbit/s  

  ４Gb/s 400Mbit/s 4000Mbit/s １Mbit/s  

  ５Gb/s 500Mbit/s 5000Mbit/s １Mbit/s  

  ６Gb/s 600Mbit/s 6000Mbit/s １Mbit/s  

  ７Gb/s 700Mbit/s 7000Mbit/s １Mbit/s  

  ８Gb/s 800Mbit/s 8000Mbit/s １Mbit/s  

  20Gb/s 2000Mbit/s 20000Mbit/s １Mbit/s  

  30Gb/s 3000Mbit/s 30000Mbit/s １Mbit/s  

  40Gb/s 4000Mbit/s 40000Mbit/s １Mbit/s  

  50Gb/s 5000Mbit/s 50000Mbit/s １Mbit/s  

  60Gb/s 6000Mbit/s 60000Mbit/s １Mbit/s  

  70Gb/s 7000Mbit/s 70000Mbit/s １Mbit/s  

  80Gb/s 8000Mbit/s 80000Mbit/s １Mbit/s  

  200Gb/s 20000Mbit/s 200000Mbit/s １Mbit/s  

  300Gb/s 30000Mbit/s 300000Mbit/s １Mbit/s  

  400Gb/s 40000Mbit/s 400000Mbit/s １Mbit/s  

  500Gb/s 50000Mbit/s 500000Mbit/s １Mbit/s  

  600Gb/s 60000Mbit/s 600000Mbit/s １Mbit/s  

  700Gb/s 70000Mbit/s 700000Mbit/s １Mbit/s  

  800Gb/s 80000Mbit/s 800000Mbit/s １Mbit/s  

 エ ウの規定にかかわらず、加算料（ＪＰＮＡＰに係る通信に

係るものに限ります。）は、その利用速度に対応して適用しま

す。 

 オ バーストアクセスの基本額は、基本料のみを適用します。 

(3) 利用速度の

測定等 

ア インターネットＧＷサービスに係る利用速度は、次表に定

める最大送信速度又は最大受信速度のうち大きい方の値と

し、その品目ごとに当社の機器により測定します。 

  区 分 内     容  

  最大送信

速度 

測定対象期間において、契約者回線等の終端か

ら交換設備への伝送方向についての通信速度を

一定時間ごとに測定し、その総測定値から上位

５％の測定値を除外した残りの測定値の最大値 
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  最大受信

速度 

測定対象期間において、交換設備から契約者回

線等の終端への伝送方向についての通信速度を

一定時間ごとに測定し、その総測定値から上位

５％の測定値を除外した残りの測定値の最大値 

 

 イ アの表に規定する測定対象期間は、その品目ごとに料金月

の初日から末日までとします。 

 ただし、次の場合は、この限りでありません。 

 (ア) 料金月の初日以外の日にその品目の利用の開始があっ

たとき。 

 この場合、測定対象期間は、その利用開始日からとしま

す。 

 (イ) 料金月の末日以外の日にその品目の利用の終了があっ

たとき。 

 この場合、測定対象期間は、その利用終了日までとしま

す。 

 ウ 当社は、利用速度に１Mbit/s未満の端数が生じた場合は、

その端数を切り上げます。 

 ただし、小数第１位が０の場合は、その端数を切り捨てま

す。 

(4) 複数のインタ

ーネットＧＷサ

ービスに係る合

算請求 

ア 当社は、当社が別に定める場合であってインターネットＧ

Ｗ契約者（ＯＣＮタイプ（コース１）のギャランティアクセ

ス又はＧＩＮタイプ１（コース１）のギャランティアクセス

に係る者に限ります。）から請求があったときは、その請求に

係るインターネットＧＷサービスの基本額につき合算して請

求します。 

 イ アの場合において、加算料については、次に定めるところ

により算定します。 

 (ア) (3)の規定にかかわらず、合算請求の対象となる複数の

インターネットＧＷサービスの通信速度を合算して利用速

度を測定するものとします。 

 (イ) (2)のウの規定の適用にあたり、合算請求の対象となる

複数のインターネットＧＷサービスの基本料適用速度及び

加算料適用上限速度をそれぞれ合算し、合算した値と１－

２（料金額）の規定とに基づいて、(ア)の規定により測定

した利用速度に対応する加算料を算定します。 

 （注）この欄に規定する当社が別に定める場合とは、次に掲げ

る全ての条件を満たす場合とします。 

 (1) インターネットＧＷ契約者が追加してインターネット

ＧＷサービスを申込むとき又はインターネットＧＷサービ

スの利用の申込みをする者が複数のインターネットＧＷサ

ービスを同時に申込むとき。 

 (2) (1)の申込みにより利用することとなるインターネット

ＧＷサービス（申込みの際、現に利用しているものを含み

ます。）の合計数が４以下のとき（ただし、ＯＣＮタイプの

10Mb/sの品目、ＯＣＮタイプの多回線共用メニュー又はＧ

ＩＮタイプ１については、２以下のときとします。）。 

 (3) (1)の申込みにより利用することとなるインターネット

ＧＷサービス（申込みの際、現に利用しているものを含み

ます。）が全て同一のサービスタイプの区別であるとき。 
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(5) 最低利用期

間内に契約の解

除等があった場

合の料金の適用 

ア インターネットＧＷサービスには、最低利用期間がありま

す。 

イ 第10条（最低利用期間）に規定する基本最低利用期間が適

用される基本最低利用基準額は、定額利用料の基本額（加算

料を除きます。）とします。 

 ウ 第10条に規定する接続最低利用期間が適用される接続最低

利用基準額は、定額利用料のアクセス回線料とします。 

 エ インターネットＧＷ契約者は、最低利用期間内にインター

ネットＧＷ契約の解除があった場合は、第29条（定額利用料

等の支払義務）及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の

期間（解除のあった日の翌日から起算して最低利用期間の満

了日までとします。）に対応する基本最低利用基準額及び接続

最低利用基準額に相当する額を、当社が定める期日までに、

一括して支払っていただきます。 

 オ インターネットＧＷ契約者は、最低利用期間内にインター

ネットＧＷサービスの区別等の変更があった場合であって、

次表に定める額があるときは、その額を、当社が定める期日

までに、一括して支払っていただきます。 

  支払いを要する額  

  変更前の基本最低利用基準額及び接続最低利用基準額に残

余の期間を乗じて得た額（基本最低利用期間及び接続最低

利用期間を各々適用して得た額を合算した額とします。以

下この表において同じとします。）から変更後の基本最低利

用基準額及び接続最低利用基準額に残余の期間を乗じて得

た額を控除し、残額があるときにはその額 

 

 カ オの表に定める額を計算する場合における残余の期間の取

扱いは、次のとおりとします。 

 (ア) 残余の期間は、変更のあった日の翌日から起算して最

低利用期間の満了日までとします。 

 (イ) 接続最低利用期間に係る残余の期間を特定できないと

きは、基本最低利用期間に係る残余の期間と同一の期間を

接続最低利用期間に係る残余の期間とみなして計算するも

のとします。 

(6) 付加機能利

用料の適用 

当社は、１－２－２に規定する付加機能利用料は、１のインタ

ーネットＧＷ契約ごとに適用します。 

(7) 当社の機器

の故障等により

正しく算定する

ことができなか

った場合の料金

の取扱い 

当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった

場合の定額利用料の基本額は、当社の機器の故障等により正し

く測定することができなかった部分の通信速度の測定値を０と

みなして算定して得た額とします。 
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   １－２ 料金額 

    １－２－１ 定額利用料 

     (1) 基本額 

      ア コース１のもの 

(ア) ギャランティアクセスに係るもの 

Ａ 通常メニューに係るもの 

(A) 10Mb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 420,000円（462,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

120,000円（132,000円） 

 

(B) 100Mb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 500,000円（550,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

60,000円（66,000円） 

 

(C) 200Mb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 2,000,000円（2,200,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 

 

(D) 300Mb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 2,000,000円（2,200,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 

 

(E) 400Mb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 2,000,000円（2,200,000円） 
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加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 

 

(F) 500Mb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 2,000,000円（2,200,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 

 

(G) 600Mb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 2,000,000円（2,200,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 

 

(H) 700Mb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 2,000,000円（2,200,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 

 

(I) 800Mb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 2,000,000円（2,200,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 

 

(J) 900Mb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 2,000,000円（2,200,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 
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(K) １Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 2,000,000円（2,200,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 

 

(L) 10Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 15,000,000円（16,500,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

18,000円（19,800円） 

 

(M) 100Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 50,000,000円（55,000,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

6,000円（6,600円） 

 

Ｂ 多回線共用メニューに係るもの 

(A) ２Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 4,000,000円（4,400,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 

 

(B) ３Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 6,000,000円（6,600,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 

 

(C) ４Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 
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区     分 料   金   額 

基本料 8,000,000円（8,800,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 

 

(D) ５Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 10,000,000円（11,000,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 

 

(E) ６Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 12,000,000円（13,200,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 

 

(F) ７Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 14,000,000円（15,400,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 

 

(G) ８Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 16,000,000円（17,600,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 

 

(H) 20Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 30,000,000円（33,000,000円） 
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加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

18,000円（19,800円） 

 

(I) 30Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 45,000,000円（49,500,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

18,000円（19,800円） 

 

(J) 40Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 60,000,000円（66,000,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

18,000円（19,800円） 

 

(K) 50Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 75,000,000円（82,500,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

18,000円（19,800円） 

 

(L) 60Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 90,000,000円（99,000,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

18,000円（19,800円） 

 

(M) 70Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 105,000,000円（115,500,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

18,000円（19,800円） 
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(N) 80Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 120,000,000円（132,000,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

18,000円（19,800円） 

 

(O) 200Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 100,000,000円（110,000,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

6,000円（6,600円） 

 

(P) 300Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 150,000,000円（165,000,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

6,000円（6,600円） 

 

(Q) 400Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 200,000,000円（220,000,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

6,000円（6,600円） 

 

(R) 500Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 250,000,000円（275,000,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

6,000円（6,600円） 

 

(S) 600Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 
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基本料 300,000,000円（330,000,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

6,000円（6,600円） 

 

(T) 700Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 350,000,000円（385,000,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

6,000円（6,600円） 

 

(U) 800Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 400,000,000円（440,000,000円） 

加算料 利用速度が基本料適用速度を超えて

加算料適用上限速度までの部分につ

いて加算料適用単位速度までごとに 

6,000円（6,600円） 

 

(イ) バーストアクセスに係るもの 

通常メニューに係るもの（基本料） 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

10Mb/sの品目に係るもの 90,000円（99,000円） 

100Mb/sの品目に係るもの 198,000円（217,800円） 

１Gb/sの品目に係るもの 500,000円（550,000円） 

 

      イ コース２のもの 

       ギャランティアクセスに係るもの 

        通常メニューに係るもの 

(ア) １Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 

区     分 料   金   額 

基本料 2,000,000円（2,200,000円） 

加算料 下記以外の

もの 

利用速度が基本料適

用速度を超えた部分

について加算料適用

単位速度までごとに 

25,000円（27,500円） 

 ＪＰＮＡＰ

に係る通信

のもの 

利用速度が１Mbit/s

ごとに 20,000円（22,000円） 
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(イ) 10Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 
 

区     分 料   金   額 

基本料 15,000,000円（16,500,000円） 

加算料 下記以外の

もの 

利用速度が基本料適

用速度を超えた部分

について加算料適用

単位速度までごとに 

18,000円（19,800円） 

 ＪＰＮＡＰ

に係る通信

のもの 

利用速度が１Mbit/s

ごとに 15,000円（16,500円） 

 

(ウ) 100Gb/sの品目に係るもの 

１の契約ごとに月額 
 

区     分 料   金   額 

基本料 50,000,000円（55,000,000円） 

加算料 下記以外の

もの 

利用速度が基本料適

用速度を超えた部分

について加算料適用

単位速度までごとに 

6,000円（6,600円） 

 ＪＰＮＡＰ

に係る通信

のもの 

利用速度が１Mbit/s

ごとに 5,000円（5,500円） 

 

     (2) アクセス回線料 

ギャランティアクセスに係るもの 

ア ＮＴＴＣｏｍ光アクセス利用に係るもの 

(ア) 通常メニューに係るもの 

  １の契約ごとに月額 
 

区     分 料   金   額 

10Mb/sの品目に係るもの 110,000円（121,000円） 

100Mb/sの品目に係るもの 250,000円（275,000円） 

１Gb/sの品目に係るもの 870,000円（957,000円） 

10Gb/sの品目に係るもの 2,170,000円（2,387,000円） 

100Gb/sの品目に係るもの 5,400,000円（5,940,000円） 

 

(イ) 多回線共用メニューに係るもの 

  １の電気通信回線ごとに月額 
 

区     分 料   金   額 

１Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 870,000円（957,000円） 

10Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 2,170,000円（2,387,000円） 
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100Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 5,400,000円（5,940,000円） 

 

イ ＮＴＴ東日本・西日本ワイド利用に係るもの 

通常メニューに係るもの 

  １の契約ごとに月額 
 

区     分 料   金   額 

10Mb/sの品目に係るもの 110,000円（121,000円） 

100Mb/sの品目に係るもの 250,000円（275,000円） 

 

ウ ＮＴＴ東日本・西日本ＩＷ利用に係るもの 

通常メニューに係るもの 

  １の契約ごとに月額 
 

区     分 料   金   額 

100Mb/sの品目に係るもの 250,000円（275,000円） 

１Gb/sの品目に係るもの 870,000円（957,000円） 

 

エ 電力系ＮＣＣ利用に係るもの 

通常メニューに係るもの 

(ア) 北海道総合通信網株式会社に係るもの 

  １の契約ごとに月額 
 

区     分 料   金   額 

10Mb/sの品目に係るもの 138,800円（152,680円） 

100Mb/sの品目に係るもの 391,800円（430,980円） 

200Mb/sの品目に係るもの 1,706,000円（1,876,600円） 

300Mb/sの品目に係るもの 1,962,000円（2,158,200円） 

500Mb/sの品目に係るもの 2,647,000円（2,911,700円） 

700Mb/sの品目に係るもの 3,374,000円（3,711,400円） 

１Gb/sの品目に係るもの 4,391,000円（4,830,100円） 

 

(イ) 株式会社トークネットに係るもの 

  １の契約ごとに月額 
 

区     分 料   金   額 

10Mb/sの品目に係るもの 197,600円（217,360円） 

100Mb/sの品目に係るもの 294,100円（323,510円） 

200Mb/sの品目に係るもの 1,267,000円（1,393,700円） 

300Mb/sの品目に係るもの 1,732,000円（1,905,200円） 

400Mb/sの品目に係るもの 2,197,000円（2,416,700円） 

500Mb/sの品目に係るもの 2,662,000円（2,928,200円） 

600Mb/sの品目に係るもの 3,125,000円（3,437,500円） 
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700Mb/sの品目に係るもの 3,590,000円（3,949,000円） 

800Mb/sの品目に係るもの 4,055,000円（4,460,500円） 

900Mb/sの品目に係るもの 4,519,000円（4,970,900円） 

１Gb/sの品目に係るもの 4,984,000円（5,482,400円） 

 

(ウ) ＫＤＤＩ株式会社に係るもの 

  １の契約ごとに月額 
 

区     分 料   金   額 

10Mb/sの品目に係るもの 194,400円（213,840円） 

100Mb/sの品目に係るもの 338,000円（371,800円） 

200Mb/sの品目に係るもの 1,000,000円（1,100,000円） 

300Mb/sの品目に係るもの 1,275,000円（1,402,500円） 

400Mb/sの品目に係るもの 1,563,000円（1,719,300円） 

500Mb/sの品目に係るもの 1,838,000円（2,021,800円） 

600Mb/sの品目に係るもの 2,113,000円（2,324,300円） 

700Mb/sの品目に係るもの 2,400,000円（2,640,000円） 

800Mb/sの品目に係るもの 2,675,000円（2,942,500円） 

900Mb/sの品目に係るもの 2,950,000円（3,245,000円） 

１Gb/sの品目に係るもの 3,238,000円（3,561,800円） 

 

(エ) 中部テレコミュニケーション株式会社に係るもの 

  １の契約ごとに月額 
 

区     分 料   金   額 

10Mb/sの品目に係るもの 171,800円（188,980円） 

100Mb/sの品目に係るもの 403,500円（443,850円） 

200Mb/sの品目に係るもの 1,413,000円（1,554,300円） 

300Mb/sの品目に係るもの 1,675,000円（1,842,500円） 

400Mb/sの品目に係るもの 1,938,000円（2,131,800円） 

500Mb/sの品目に係るもの 2,200,000円（2,420,000円） 

600Mb/sの品目に係るもの 2,463,000円（2,709,300円） 

700Mb/sの品目に係るもの 2,725,000円（2,997,500円） 

800Mb/sの品目に係るもの 2,988,000円（3,286,800円） 

900Mb/sの品目に係るもの 3,250,000円（3,575,000円） 

１Gb/sの品目に係るもの 3,500,000円（3,850,000円） 

 

(オ) 北陸通信ネットワーク株式会社に係るもの 

  １の契約ごとに月額 
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区     分 料   金   額 

10Mb/sの品目に係るもの 163,500円（179,850円） 

100Mb/sの品目に係るもの 317,600円（349,360円） 

200Mb/sの品目に係るもの 1,404,000円（1,544,400円） 

300Mb/sの品目に係るもの 1,620,000円（1,782,000円） 

400Mb/sの品目に係るもの 1,837,000円（2,020,700円） 

500Mb/sの品目に係るもの 2,053,000円（2,258,300円） 

600Mb/sの品目に係るもの 2,269,000円（2,495,900円） 

700Mb/sの品目に係るもの 2,485,000円（2,733,500円） 

800Mb/sの品目に係るもの 2,702,000円（2,972,200円） 

900Mb/sの品目に係るもの 2,918,000円（3,209,800円） 

１Gb/sの品目に係るもの 3,134,000円（3,447,400円） 

 

(カ) 株式会社オプテージに係るもの 

  １の契約ごとに月額 
 

区     分 料   金   額 

10Mb/sの品目に係るもの 212,900円（234,190円） 

100Mb/sの品目に係るもの 352,900円（388,190円） 

200Mb/sの品目に係るもの 924,000円（1,016,400円） 

300Mb/sの品目に係るもの 1,173,000円（1,290,300円） 

400Mb/sの品目に係るもの 1,422,000円（1,564,200円） 

500Mb/sの品目に係るもの 1,670,000円（1,837,000円） 

600Mb/sの品目に係るもの 1,919,000円（2,110,900円） 

700Mb/sの品目に係るもの 2,168,000円（2,384,800円） 

800Mb/sの品目に係るもの 2,417,000円（2,658,700円） 

900Mb/sの品目に係るもの 2,665,000円（2,931,500円） 

１Gb/sの品目に係るもの 2,913,000円（3,204,300円） 

 

(キ) 株式会社エネコムに係るもの 

  １の契約ごとに月額 
 

区     分 料   金   額 

10Mb/sの品目に係るもの 162,400円（178,640円） 

100Mb/sの品目に係るもの 341,200円（375,320円） 

200Mb/sの品目に係るもの 1,320,000円（1,452,000円） 

300Mb/sの品目に係るもの 1,750,000円（1,925,000円） 

400Mb/sの品目に係るもの 2,125,000円（2,337,500円） 
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500Mb/sの品目に係るもの 2,500,000円（2,750,000円） 

600Mb/sの品目に係るもの 2,875,000円（3,162,500円） 

700Mb/sの品目に係るもの 3,250,000円（3,575,000円） 

800Mb/sの品目に係るもの 3,625,000円（3,987,500円） 

900Mb/sの品目に係るもの 4,000,000円（4,400,000円） 

１Gb/sの品目に係るもの 4,375,000円（4,812,500円） 

 

(ク) 株式会社ＳＴＮｅｔに係るもの 

  １の契約ごとに月額 
 

区     分 料   金   額 

10Mb/sの品目に係るもの 164,700円（181,170円） 

100Mb/sの品目に係るもの 364,700円（401,170円） 

200Mb/sの品目に係るもの 935,000円（1,028,500円） 

300Mb/sの品目に係るもの 1,130,000円（1,243,000円） 

400Mb/sの品目に係るもの 1,325,000円（1,457,500円） 

500Mb/sの品目に係るもの 1,520,000円（1,672,000円） 

１Gb/sの品目に係るもの 2,813,000円（3,094,300円） 

 

(ケ) 株式会社QTnetに係るもの 

  １の契約ごとに月額 
 

区     分 料   金   額 

10Mb/sの品目に係るもの 194,100円（213,510円） 

100Mb/sの品目に係るもの 397,600円（437,360円） 

200Mb/sの品目に係るもの 2,069,000円（2,275,900円） 

300Mb/sの品目に係るもの 2,352,000円（2,587,200円） 

400Mb/sの品目に係るもの 2,635,000円（2,898,500円） 

500Mb/sの品目に係るもの 2,918,000円（3,209,800円） 

600Mb/sの品目に係るもの 3,202,000円（3,522,200円） 

700Mb/sの品目に係るもの 3,484,000円（3,832,400円） 

800Mb/sの品目に係るもの 3,768,000円（4,144,800円） 

900Mb/sの品目に係るもの 4,050,000円（4,455,000円） 

１Gb/sの品目に係るもの 4,334,000円（4,767,400円） 

 

(コ) ＯＴＮｅｔ株式会社に係るもの 

  １の契約ごとに月額 
 

区     分 料   金   額 

10Mb/sの品目に係るもの 123,500円（135,850円） 
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100Mb/sの品目に係るもの 305,900円（336,490円） 

200Mb/sの品目に係るもの 1,900,000円（2,090,000円） 

300Mb/sの品目に係るもの 2,400,000円（2,640,000円） 

400Mb/sの品目に係るもの 2,900,000円（3,190,000円） 

500Mb/sの品目に係るもの 3,400,000円（3,740,000円） 

１Gb/sの品目に係るもの 3,900,000円（4,290,000円） 

 

    １－２－２ 付加機能利用料 

     (1) 上限伝送速度設定機能 

区  分 単  位 料 金 額 

この機能を利用するインターネットＧＷ契

約者に係るインターネットＧＷサービスに

おいて通信可能な符号伝送速度の上限値

を、そのインターネットＧＷ契約者があら

かじめ指定することができる機能 

― ― 

備考 

１ この機能は、ＯＣＮタイプのギャランティアクセスであって、通常メニュー

に係るインターネットＧＷ契約者に限り提供します。 

２ 接続先の区別がコース２の場合、この機能はＪＰＮＡＰに係る通信には設定

しません。 

３ この機能においてインターネットＧＷ契約者があらかじめ指定することが

できる符号伝送速度の上限値は、その品目ごとに次のとおりとします。 

 品    目 指定可能な符号伝送速度の上限値  

 10Mb/s １Mbit/sごとに５Mbit/sまで  

 100Mb/s ５Mbit/sごとに95Mbit/sまで  

 200Mb/s 100Mbit/s  

 300Mb/s 100Mbit/sごとに200Mbit/sまで  

 400Mb/s 100Mbit/sごとに300Mbit/sまで  

 500Mb/s 100Mbit/sごとに400Mbit/sまで  

 600Mb/s 100Mbit/sごとに500Mbit/sまで  

 700Mb/s 100Mbit/sごとに600Mbit/sまで  

 800Mb/s 100Mbit/sごとに700Mbit/sまで  

 900Mb/s 100Mbit/sごとに800Mbit/sまで  

 １Gb/s 100Mbit/sごとに900Mbit/sまで  

 10Gb/s １Gbit/sごとに９Gbit/sまで  

 100Gb/s 10Gbit/sごとに90Gbit/sまで  
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４ 当社は、この機能の利用の請求又は上限値の変更の請求があったときは、そ

の請求を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からその請求に係る上限

値を適用します。 

 ただし、その請求が、現に設定されている上限値を超える上限値への変更に

係るものであるときは、この限りでありません。 

 

     (2) ＤＮＳ機能 

区  分 単  位 料 金 額 

この機能を利用するイン

ターネットＧＷ契約者に

係るドメイン名及びＩＰ

アドレスを当社のドメイ

ン名管理装置に登録し、

ドメインネームシステム

による名前解決をするこ

とができる機能 

プライ

マリ型 

正引き

登録 

１ゾーンごとに

月額 

2,000円 

（2,200円） 

 逆引き

登録 

10ゾーンごとに

月額 

2,000円 

（2,200円） 

セカンダリ型 １のドメイン名

を除く他のドメ

イン名について

１のドメイン名

ごとに月額 

1,000円 

（1,100円） 

備考 

１ この機能は、ＯＣＮタイプに係るインターネットＧＷ契約者に限り提供しま

す。 

２ この機能は、ＪＰＮＡＰに係る通信には提供しません。 

３ 「プライマリ型」とは、プライマリＤＮＳ及びセカンダリＤＮＳを利用する

ことができるものをいいます。 

４ 「セカンダリ型」とは、セカンダリＤＮＳに限り利用することができるもの

をいいます。 

 

     (3) 大量通信制御機能 

      ア ＯＣＮタイプに係るもの（ＯＣＮ ＤＤｏＳ対策サービス） 

区  分 単  位 料 金 額 

タ

イ

プ

１ 

この機能を利用するイン

ターネットＧＷ契約者に

係る加入者回線等又は契

約者回線へ大量のトラフ

ィックが発生した場合に

あらかじめそのインター

ネットＧＷ契約者が指定

したトラフィックを軽減

又はそのトラフィックに

係るパケットを破棄する

機能 

100Mb/sのも

の 

１のインターネ

ットＧＷ契約ご

とに月額 

350,000円 

（385,000円） 

200Mb/sから

１ Gb/sまで

のもの 

１のインターネ

ットＧＷ契約ご

とに月額 

700,000円 

（770,000円） 

 ２ Gb/sから

10Gb/s ま で

のもの 

１のインターネ

ットＧＷ契約ご

とに月額 

1,400,000円 

（1,540,000円） 

 20Gb/s か ら

100Gb/sまで

のもの 

１のインターネ

ットＧＷ契約ご

とに月額 

別に算定する 

金額 
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タ

イ

プ

２ 

この機能を利用するイン

ターネットＧＷ契約者に

係る加入者回線等又は契

約者回線へ大量のトラフ

ィックが発生した場合に

そのトラフィックに係る

パケットを破棄する機能 

100Gb/sまで

のもの 

１のインターネ

ットＧＷ契約ご

とに月額 

200,000円 

（220,000円） 

備考 

１ 当社は、この機能をＯＣＮタイプ（10Mb/sの品目のものを除きます。）に係

るインターネットＧＷ契約者に限り提供します。 

２ この機能は、ＪＰＮＡＰに係る通信には提供しません。 

３ 当社は、この機能に係るトラフィックの軽減及びパケットの破棄の完全性を

保証するものではなく、この機能の利用に伴い発生するインターネットＧＷ契

約者又は第三者の損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除

き、責任を負いません。 

４ この機能の利用等により、通信の切断等が発生する場合があることについ

て、インターネットＧＷ契約者はあらかじめ同意するものとします。 

 

      イ ＧＩＮタイプ１に係るもの（ＧＩＮ ＤＤｏＳプロテクションサー

ビス） 

区  分 単  位 料 金 額 

DPS 

Control 

この機能を利用するインターネ

ットＧＷ契約者に係る加入者回

線等又は契約者回線において、あ

らかじめそのインターネットＧ

Ｗ契約者が指定したトラフィッ

クに係るパケットを破棄する機

能 

１のＡＳ番号に

係る１の電気通

信回線ごとに月

額 

20,000円 

（22,000円） 

DPS Core この機能を利用す

るインターネット

ＧＷ契約者に係る

加入者回線等又は

契約者回線におい

て、あらかじめそ

のインターネット

ＧＷ契約者が指定

したトラフィック

に係るパケットを

破棄する機能又は

大量のトラフィッ

クが発生したとイ

ンターネットＧＷ

契約者が認めた場

合にそのインター

ネットＧＷ契約者

からの請求に基づ

きそのトラフィッ

クを軽減する機能 

基本料   

 ８ Gb/s ま

でのもの 

１のＡＳ番号に

係る１の電気通

信回線ごとに月

額 

80,000円 

（88,000円） 

 10Gb/s か

ら 80Gb/s

ま で の も

の 

１のＡＳ番号に

係る１の電気通

信回線ごとに月

額 

160,000円 

（176,000円） 

  100Gb/s か

ら 800Gb/s

のもの 

１のＡＳ番号に

係る１の電気通

信回線ごとに月

額 

800,000円 

（880,000円） 
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DPS 

Detect 

この機能を利用す

るインターネット

ＧＷ契約者に係る

加入者回線等又は

契約者回線におい

て、あらかじめそ

のインターネット

ＧＷ契約者が指定

したトラフィック

に係るパケットを

破棄する機能、あ

らかじめそのイン

ターネットＧＷ契

約者が指定した閾

値に基づき大量ト

ラフィックと思わ

れる通信の発生を

検知した場合にそ

のインターネット

ＧＷ契約者がその

通知を受けること

ができる機能又は

大量のトラフィッ

クが発生したとイ

ンターネットＧＷ

契約者が認めた場

合にそのインター

ネットＧＷ契約者

からの請求若しく

は開始に基づきそ

のトラフィックを

軽減する機能 

基本料   

 ８ Gb/s ま

でのもの 

１のＡＳ番号に

係る１の電気通

信回線ごとに月

額 

120,000円 

（132,000円） 

 10Gb/s か

ら 80Gb/s

ま で の も

の 

１のＡＳ番号に

係る１の電気通

信回線ごとに月

額 

240,000円 

（264,000円） 

  100Gb/s か

ら 800Gb/s

のもの 

１のＡＳ番号に

係る１の電気通

信回線ごとに月

額 

1,200,000円 

（1,320,000円） 

DPS Max この機能を利用す

るインターネット

ＧＷ契約者に係る

加入者回線等又は

契約者回線におい

て、あらかじめそ

のインターネット

ＧＷ契約者が指定

したトラフィック

基本料   

 Small 

（ こ の 機

能 を 利 用

す る 電 気

通 信 回 線

の 合 計 が

９ ま で の

もの） 

１の契約ごとに

月額 

400,000円 

（440,000円） 
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に係るパケットを

破棄する機能、あ

らかじめそのイン

ターネットＧＷ契

約者が指定した閾

値に基づき大量ト

ラフィックと思わ

れる通信の発生を

検知した場合にそ

のインターネット

ＧＷ契約者がその

通知を受けること

ができる機能、大

量のトラフィック

が発生したとイン

ターネットＧＷ契

約者が認めた場合

にそのインターネ

ットＧＷ契約者か

らの請求若しくは

開始に基づきその

トラフィックを軽

減する機能又はあ

らかじめそのイン

ターネットＧＷ契

約者が指定した閾

値に基づき大量ト

ラフィックと思わ

れる通信の発生を

検知した場合に自

動的にそのトラフ

ィックを軽減する

機能 

 Medium 

（ こ の 機

能 を 利 用

す る 電 気

通 信 回 線

の 合 計 が

19 ま で の

もの） 

１の契約ごとに

月額 

700,000円 

（770,000円） 

  Large 

（ こ の 機

能 を 利 用

す る 電 気

通 信 回 線

の 合 計 が

29 ま で の

もの） 

１の契約ごとに

月額 

1,100,000円 

（1,210,000円） 

 Extra 

Large 

（ こ の 機

能 を 利 用

す る 電 気

通 信 回 線

の 合 計 が

39 ま で の

もの） 

１の契約ごとに

月額 

1,800,000円 

（1,980,000円） 

 Custom 

（ こ の 機

能 を 利 用

す る 電 気

通 信 回 線

の 合 計 を

定 め な い

もの） 

１の契約ごとに

月額 

別に算定する 

金額 

備考 

１ 当社は、この機能（DPS Maxを除きます。）について、各料金月の末日におい

て１のＡＳ番号に帰属する電気通信回線の合計数を算出し、その合計数に基づ

いてその料金月の付加機能利用料を適用します。 

２ インターネットＧＷ契約者があらかじめ指定するパケット破棄設定に関し

当社が行う工事について、１の料金月につき２回までに限り、その工事費を無

料とします。 

 ただし、現に発生している大量のトラフィックへの対処等、緊急性を要する

工事については、この限りではありません。 

３ 当社は、１の料金月に係るこの機能（DPS Core及びDPS Detectに限ります。

以下備考３及び備考４において同じとします。）の付加機能利用料（そのＡＳ

番号に帰属する全ての電気通信回線の合計に係るものであって、加算料を除き

ます。）に応じて、インターネットＧＷ契約者（DPS Core及びDPS Detectに係

る者に限ります。以下備考３及び備考４において同じとします。）に、次表の

トラフィック軽減無料日数を含めてこの機能を提供します。 
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 区  分 トラフィック軽減無料日数  

 800,000円未満 ２  

 800,000円～1,599,999円 ５  

 1,600,000円以上 10  

４ 当社は、この機能におけるトラフィック軽減に係る日数が備考３のトラフィ

ック軽減無料日数を超えた場合には、そのインターネットＧＷ契約者に対し、

次表の加算料を適用します。 

 加算料に係る区分 単  位 料金額  

 トラフィックの軽減に係るもの 

（DPS Core又はDPS Detectによる

ものに限ります。） 

トラフィックの軽減を

実施した日数（備考３

のトラフィック軽減無

料日数を減じた日数と

します。）ごとに 

100,000円 

（110,000円） 

 

 備考  

 １ 当社は、トラフィックの軽減をインターネットＧＷ契約者からの請求

に基づき実施し、当社の判断により終了します。 
 

 ２ トラフィックの軽減を実施した日数は24時間を単位とします。この場

合において、トラフィックの軽減を実施していた時間を24で除し、24時

間未満となる端数が生じた場合は、その端数を切り上げて適用します。 

 

 ３ 当社は、インターネットＧＷ契約者からトラフィックの軽減の請求（ポ

ータルサイトからの請求に限ります。）があったときは、そのことを当社

が知った時刻から起算して15分以内に、そのインターネットＧＷ契約者

に応答することとします。この場合において、当社は、当社が応答を発

信した時点で、応答が完了したものとします。 

 

 ４ 当社は、３に定める応答が当社の責めに帰すべき理由により15分を超

えた場合であって、当社の応答した日から起算して60日以内にそのイン

ターネットＧＷ契約者から請求があったときは、そのトラフィックの軽

減に係る加算料の50％を返還します。 

 

５ 当社は、インターネットＧＷ契約者（DPS Maxに係る者に限ります。以下備

考５から備考７において同じとします。）に、次表のトラフィック軽減無料時

間（分）を含めてこの機能（DPS Maxに限ります。以下備考５から備考７にお

いて同じとします。）を提供します。 

 区  分 トラフィック軽減無料時間（分）  

 Small 500  

 Medium 1,000  

 Large 2,000  

 Extra Large 4,000  

 Custom 4,000を超えるものであって 

別に算定する時間（分） 

 

６ 当社は、この機能におけるトラフィック軽減に係る時間が備考５のトラフィ

ック軽減無料時間を超えた場合には、そのインターネットＧＷ契約者に対し、

次表の加算料を適用します。 
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 加算料に係る区分 単  位 料金額  

 トラフィック

の軽減に係る

もの 

（DPS Maxによ

るものに限り

ます。） 

Small トラフィックの軽減を実

施した時間（備考５のト

ラフィック軽減無料時間

を減じた時間（分）とし

ます。）ごとに 

800円 

（880円） 

 

  Medium トラフィックの軽減を実

施した時間（備考５のト

ラフィック軽減無料時間

を減じた時間（分）とし

ます。）ごとに 

700円 

（770円） 

 

 

  Large トラフィックの軽減を実

施した時間（備考５のト

ラフィック軽減無料時間

を減じた時間（分）とし

ます。）ごとに 

550円 

（605円） 

 

  Extra Large トラフィックの軽減を実

施した時間（備考５のト

ラフィック軽減無料時間

を減じた時間（分）とし

ます。）ごとに 

450円 

（495円） 

 

  Custom トラフィックの軽減を実

施した時間（備考５のト

ラフィック軽減無料時間

を減じた時間（分）とし

ます。）ごとに 

別に算定する 

金額 

 

 備考  

 １ 当社は、この機能に係るトラフィックの軽減（その開始及び終了が自

動となるものを除きます。）について、インターネットＧＷ契約者から

の請求に基づき実施し、当社の判断により終了します。 

 

 ２ トラフィックの軽減を実施した時間は分単位とします。この場合にお

いて、１のトラフィックの軽減を実施した時間に１分未満の端数が生じ

た場合は、その端数を切り上げます。 

 

 ３ 当社は、インターネットＧＷ契約者からトラフィックの軽減の請求（ポ

ータルサイトからの請求に限ります。）があったときは、そのことを当社

が知った時刻から起算して15分以内に、そのインターネットＧＷ契約者

に応答することとします。この場合において、当社は、当社が応答を発

信した時点で、応答が完了したものとします。 

 

 ４ 当社は、３に定める応答が当社の責めに帰すべき理由により15分を超

えた場合であって、当社の応答した日から起算して60日以内にそのイン

ターネットＧＷ契約者から請求があったときは、そのトラフィックの軽

減に係る加算料の50％を返還します。 

 

７ 当社及びインターネットＧＷ契約者は、この機能について、この機能を利用

する電気通信回線の合計数が増加し、基本料を適用する区分に見合わなくなっ

たときは、基本料を適用する区分の変更について協議するものとします。 

８ この機能は、ＪＰＮＡＰに係る通信には提供しません。 



54 

９ 当社は、この機能に係る料金の計算にあたって、協定世界時を用いて計算し

ます。 

10 当社は、この機能に係るトラフィックの軽減及びパケットの破棄の完全性を

保証するものではなく、この機能の利用に伴い発生するインターネットＧＷ契

約者又は第三者の損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除

き、責任を負いません。 

11 この機能の利用等により、通信の切断等が発生する場合があることについ

て、インターネットＧＷ契約者はあらかじめ同意するものとします。 

 

     (4) セキュリティ機能 

区  分 単  位 料 金 額 

セキュリティソフトウェアを用

いて、電子メール等の送受信メッ

セージ又はホームページ等から

ダウンロードされる情報に含ま

れるコンピュータウイルス等の

検知及び駆除、コンピュータウイ

ルス等の検知されたホームペー

ジ等へのアクセス制限及びカテ

ゴリ選択（アダルト、違法行為、

掲示板等のＵＲＬをカテゴリ別

に分類したものをいいます。）さ

れたホームページ等へのアクセ

ス制限等を行うことができる機

能 

ＶＢＢＳ

タイプに

係るもの 

 

 

 

 

１のライセンス

ごとに月額 

250円 

（275円） 

ＩＷＳａ

ａＳタイ

プに係る

もの 

１のライセンス

ごとに月額 

400円 

（440円） 

備考 

１ この機能は、ＯＣＮタイプに係るインターネットＧＷ契約者に限り提供しま

す。 

２ この機能は、ＪＰＮＡＰに係る通信には提供しません。 

３ この機能（ＶＢＢＳタイプに係るものに限ります。）において利用できるラ

イセンス数は、５以上とします。 

４ インターネットＧＷ契約者は、ＶＢＢＳタイプとＩＷＳａａＳタイプとの間

の相互間の変更は行うことができません。 

５ この機能において用いるセキュリティソフトウェアは、トレンドマイクロ株

式会社が提供するものとします。 

６ この機能（ＶＢＢＳタイプに係るものに限ります。）の利用対象となる電子

計算機等内のファイルの状態、電子計算機等の種類又はその他の理由により、

電子計算機等にセキュリティソフトウェアがダウンロード又はインストール

できない場合には、この機能を利用できません。 

７ この機能により検知及び駆除等が可能なコンピュータウイルス等は、その検

知及び駆除等の実施時における、現にそのセキュリティソフトウェアが対応可

能なものに限ります。 

８ 当社は、この機能に係るコンピュータウイルス等の検知及び駆除等の完全性

を保証するものではなく、この機能の利用に伴い発生する損害については、当

社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。 

９ 電子メール等の送受信メッセージに含まれるコンピュータウイルス等の検

知及び駆除を行うことができる機能は、ＶＢＢＳタイプに限り提供します。 



55 

10 この機能（ＩＷＳａａＳタイプに係るものに限ります。）のセキュリティソ

フトウェア等の不具合等により、通信の切断等が発生した場合の損害について

は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社はその責任を負わない

ものとします。 

11 当社は、共通編第32条（利用中止）第１項に掲げる場合に加え、トレンドマ

イクロ株式会社の都合、事業休止、その他の一切の理由により、インターネッ

トＧＷ契約者がこの機能を利用できなくなった場合には、この機能の提供を中

止又は廃止することができます。 
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  ２ ＩＳＰプラットフォーム契約に係るもの 

   ２－１ 適用 
 

区  分 内         容 

(1) ＩＳＰプラ

ットフォームサ

ービス区域の設

定 

当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、ＩＳＰプ

ラットフォームサービスの需要と供給の見込み等を考慮してＩ

ＳＰプラットフォームサービス区域を設定します。 

(2) 定額利用料

の適用 

ア ＩＳＰプラットフォームサービスの定額利用料は、その品

目ごとに利用速度が次の表に定める基本料適用速度までの場

合（利用速度が０の場合を含みます。）は基本料のみを適用し、

利用速度が基本料適用速度を超える場合は基本料とその加算

料適用速度に対応する加算料を合算して適用します。 

  品 目 基本料適用速度 加算料適用速度  

  イーサタ

イプ 

10Gb/s 1,000Mbit/s 利用速度が1,000 

Mbit/sを超えて 

10,000Mbit/s ま

での部分につい

て１ Mbit/sまで

ごとに 

 

 イ 当社は、ＩＳＰプラットフォームサービスについては、代

表課金（同一の冗長化グループに所属する複数の契約者回線

又は他網接続ポートに係る定額利用料を合算して、１のＩＳ

Ｐプラットフォーム契約に適用することをいいます。以下同

じとします。）を適用します。 

 ウ イの場合、網型タイプについては、センタータイプに係る

契約者回線により代表課金を構成するものとし、線型タイプ

については、他網接続タイプに係る他網接続ポートにより代

表課金を構成するものとします。 

(3) 利用速度の

測定等 

ア ＩＳＰプラットフォームサービスに係る利用速度は、次の

表に定める最大送信速度又は最大受信速度のうち大きい方の

値とし、その品目ごとに当社の機器により測定します。 

  区 分 内     容  

  最大送信

速度 

測定対象期間において、契約者回線の終端又は

他網接続ポートから交換設備への伝送方向につ

いての通信速度を一定時間ごとに測定し、その

総測定値から上位５％の測定値を除外した残り

の測定値の最大値 

 

  最大受信

速度 

測定対象期間において、交換設備から契約者回

線の終端又は他網接続ポートへの伝送方向につ

いての通信速度を一定時間ごとに測定し、その

総測定値から上位５％の測定値を除外した残り

の測定値の最大値 
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 イ 代表課金を適用するＩＳＰプラットフォームサービスに係

る利用速度の測定は、代表課金を構成する複数の契約者回線

又は他網接続ポートの通信速度を合算して利用速度を測定し

ます。 

 ウ アの表に規定する測定対象期間は、その品目ごとに料金月

の初日から末日までとします。 

 ただし、次の場合は、この限りでありません。 

 (ア) 料金月の初日以外の日にその品目の利用の開始があっ

たとき。 

 この場合、測定対象期間は、その利用開始日からとしま

す。 

 (イ) 料金月の末日以外の日にその品目の利用の終了があっ

たとき。 

 この場合、測定対象期間は、その利用終了日までとしま

す。 

 エ 当社は、利用速度に１Mbit/s未満の端数が生じた場合は、

その端数を切り上げます。 

 ただし、小数第１位が０の場合は、その端数を切り捨てま

す。 

(4) 最低利用期

間内に契約の解

除等があった場

合の料金の適用 

ア ＩＳＰプラットフォームサービスには、最低利用期間があ

ります。 

イ ＩＳＰプラットフォーム契約者は、最低利用期間内にＩＳ

Ｐプラットフォーム契約の解除があった場合は、第29条（Ｉ

Ｐバックボーンサービスに係る料金等の支払義務）及び料金

表通則の規定にかかわらず、残余の期間（解除のあった日の

翌日から起算して最低利用期間の満了日までとします。）に対

応する定額利用料（加算料を除きます。以下この欄において

同じとします。）に相当する額を、当社が定める期日までに、

一括して支払っていただきます。 

(5) 付加機能利

用料の適用 

当社は、２－２－２に規定する付加機能利用料は、１のＩＳＰ

プラットフォーム契約者ごとに適用します。 

(6) 当社の機器

の故障等により

正しく算定する

ことができなか

った場合の料金

の取扱い 

当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった

場合の定額利用料は、当社の機器の故障等により正しく測定す

ることができなかった部分の通信速度の測定値を０とみなして

算定して得た額とします。 
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   ２－２ 料金額 

    ２－２－１ 定額利用料 

         当社が別に算定する金額 

 

    ２－２－２ 付加機能利用料 

     (1) トラフィック制御機能 

区  分 単  位 料 金 額 

この機能を利用するＩＳＰ

プラットフォーム契約者の

契約者回線又は他網接続ポ

ートにふくそうが発生し、

又は発生するおそれがある

場合に、その通信を制御す

ることを可能とする機能 

10Gb/sのもの １の申込みごと

に月額 

別に算定する金

額 

100Gb/s の も

の 

１の申込みごと

に月額 

別に算定する金

額 

備考 

１ この機能を利用するＩＳＰプラットフォーム契約者は、この機能の提供を開

始した日を含む料金月の翌料金月から起算して、この機能の廃止があった日を

含む料金月までの期間（提供を開始した日と廃止があった日が同一の料金月で

ある場合は、１料金月の間とします。）について、この機能に係る付加機能利用

料の支払いを要します。 

２ 当社は、区分の変更があったときは、その変更があった日を含む料金月の翌

料金月から変更後の区分に係る料金を適用します。 

３ 当社は、この機能による通信の制御の完全性を保証するものではなく、この

機能の利用に伴い発生する損害については、当社の故意又は重大な過失による

場合を除き、責任を負いません。 

４ この機能の不具合等により、通信の切断等が発生した場合の損害については、

当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社はその責任を負わないもの

とします。 

５ この機能の利用により、通信の切断等が発生する場合があることについて、

ＩＳＰプラットフォーム契約者はあらかじめ同意するものとします。 

６ 当社は、この機能が全く利用できない状態が生じた場合は、第29条（ＩＰバ

ックボーンサービスに係る料金等の支払義務）又は第31条（責任の制限）の規

定を準用します。この場合において、当社は、支払いを要しない料金又は賠償

する額の算出にあたり、この機能に係る付加機能利用料を日割します。 
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 第２ 手続きに関する料金 

  １ 適用 
 

区  分 内         容 

(1) 手続きに関

する料金の適用 

手続きに関する料金は、次のとおりとします。 

 種 別 内    容  

  譲渡承認手数料 利用権の譲渡の請求をし、その承認を

受けたときに要する料金 

 

  工事キャンセル手

数料 

工事の実施予定日から起算して１営業

日前の０時以降に、ＩＰバックボーン

契約者から工事日の変更の請求（変更

後の日程が未定の場合を含みます。）又

はその工事の請求の取消し若しくはＩ

Ｐバックボーン契約の解除の請求があ

ったときに支払いを要する料金 

 

  

(2) 手続きに関

する料金の減

額適用 

当社は、２（料金額）の規定にかかわらず、手続きの態様等を

勘案して、その手続きに関する料金を減額して適用することが

あります。 

 

  ２ 料金額 
 

料 金 種 別 単 位 料 金 額 

譲渡承認手数料 １の契約ごとに 800円（880円） 

 

工事キャンセル手数

料 

ＩＰバックボーンサ

ービスの提供の開始

に係る工事 

１の請求ごとに 3,000円（3,300円） 

 上記以外の工事 １の請求ごとに 2,000円（2,200円） 
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第２表 工事に関する費用（工事費（附帯サービスの工事費を除きます。）） 

 １ 適用 
 

区  分 内         容 

(1) 工事費の算

定 

工事費は、施工した工事に係るネットワーク工事費、アクセス

回線工事費、現地調査報告工事費、訪問時刻指定工事費及び開

通サポート工事費を合計して算定します。 

(2) ネットワー

ク工事費及びア

クセス回線工事

費の適用 

ネットワーク工事費及びアクセス回線工事費は、次の場合に適

用します。 

 区  分 ネットワーク工事費等の適用  

 ア ネットワー

ク工事費 

ＩＰ通信網サービス取扱所に設置される

交換設備又は主配線盤等において工事を

要する場合に適用します。 

 

  イ アクセス回

線工事費 

回線終端装置若しくはインタフェースケ

ーブル等、当社が提供する宅内機器の工

事を要する場合に適用します。 

 

  

(3) 区別等の変

更等の場合の工

事費の適用 

ア 区別等の変更の場合の工事費は、変更後の区別等に対応す

る設備に関する工事に適用します。 

イ 加入者回線に係る移転の場合の工事費は、移転先の加入者

回線の設置等に関する工事について適用します。 

 ウ 回線収容部の変更又は他社接続契約者回線の接続の変更の

場合の工事費は、変更後の回線収容部又は他社接続契約者回

線の接続等に関する工事について適用します。 

(4) 現地調査報

告工事費の適用 

当社は、インターネットＧＷサービス（契約者回線等による区

分がＮＴＴＣｏｍ光アクセス利用、ＮＴＴ東日本・西日本ワイ

ド利用又はＮＴＴ東日本・西日本ＩＷ利用のものに限ります。）

について、次のとおり現地調査報告工事費を適用します。 

 ア 現地調査報告には次の区分があります。 

  区 分 内 容  

  写真付き現地調査報告 ＩＰ通信網契約者から、現地調

査報告工事費を支払うことを条

件として、当社が契約者回線等

の設置場所において行う調査に

ついて、写真付きの調査報告を

行ってほしい旨の申出があった

場合に、当社がその報告を行う

ことをいいます。 

 

  現地調査報告兼お客様

工事依頼報告 

ＩＰ通信網契約者から、現地調

査報告工事費を支払うことを条

件として、当社が契約者回線等

の設置場所において行う調査に

ついて、現地調査報告書兼お客

様工事依頼書による調査報告を

行ってほしい旨の申出があった

場合に、当社がその報告を行う
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ことをいいます。 

 イ 当社は、ＩＰ通信網契約者から現地調査報告の申出があっ

た場合は、当社が契約者回線等の設置場所において調査が必

要と判断した場合であって、当社のインターネットＧＷサー

ビスに係る業務の遂行上支障がないときに限り、現地調査報

告を行います。 

 ウ ＩＰ通信網契約者は、次の場合に、現地調査報告工事費の

支払いを要します。 

(ア) 当社が現地調査報告を行ったとき。 

(イ) ＩＰ通信網契約者の責めに帰すべき理由により、当社

が現地調査報告を行えなかったとき。 

 エ ウの規定にかかわらず、ＩＰ通信網契約者は、当社の責め

に帰すべき理由により現地調査報告が完了しなかった場合

は、現地調査報告工事費の支払いを要しません。 

 オ ウ及びエのほか、当社は、現地調査報告に係る当社の準備

等に要した費用を請求することがあります。 

(5) 割増工事費

の適用 

当社は、ＩＰ通信網契約者から割増工事費を支払うことを条件

に次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があっ

た場合であって、当社のＩＰバックボーンサービスに係る業務

の遂行上支障がないときは、その時間帯に工事を行うことがあ

ります（ただし、(4)欄に規定する現地調査報告を行う時間帯は、

そのＩＰ通信網契約者の申出の有無にかかわらず、その報告の

対象となる現地調査を行う時間帯と同じとみなします。）。この

場合の割増工事費の額は、２（工事費の額）の規定にかかわら

ず、次表に規定する額とします。 

  工事を施工する時間帯 割増工事費の額  

  午後５時から午前０時まで及び

午前０時から午前８時30分まで

（１月１日から１月３日まで及

び12月29日から12月31日までの

日にあっては、終日とします。） 

その工事に関する工事費

の額に1.6を乗じた額 

 

  

(6) 訪問時刻指

定工事費の適用 

当社は、インターネットＧＷサービス（契約者回線等による区

分がＮＴＴＣｏｍ光アクセス利用、ＮＴＴ東日本・西日本ワイ

ド利用又はＮＴＴ東日本・西日本ＩＷ利用のものに限ります。）

について、次のとおり、訪問時刻指定工事に係る訪問時刻指定

工事費を適用します。 

 ア 訪問時刻指定工事とは、ＩＰ通信網契約者から、訪問時刻

指定工事費を支払うことを条件としてそのＩＰ通信網契約者

が指定する指定時刻から工事等を行ってほしい旨の申出があ

った場合に、当社がその指定時刻から工事等を行うことをい

います。 

 イ 訪問時刻指定工事の対象となる工事等は、次に掲げるもの

とします。 

(ア) アクセス回線工事費の支払いを要する工事 

(イ) 当社が(ア)の工事を施工する前に加入者回線の設置場

所において行う調査（ただし、当該調査は、当社が必要と

認める場合に限り行います。） 
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 ウ ＩＰ通信網契約者が指定することができる指定時刻は、正

時とします。 

 エ ＩＰ通信網契約者は、訪問時刻指定工事を希望する場合は、

あらかじめ当社が指定する期日までに申出を行っていただき

ます。 

 オ 当社は、ＩＰ通信網契約者から訪問時刻指定工事の申出が

あった場合は、当社のインターネットＧＷサービスに係る業

務の遂行上支障がないときに限り、訪問時刻指定工事を行い

ます。 

 カ ＩＰ通信網契約者は、次の場合に、訪問時刻指定工事の対

象となる工事等に要する工事費に加えて、訪問時刻指定工事

費の支払いを要します。 

 (ア) 当社が指定時刻に訪問時刻指定工事を行う場所に到着

したとき。 

(イ) ＩＰ通信網契約者の責めに帰すべき理由により、当社

が指定時刻に訪問時刻指定工事を行う場所に到着できなか

ったとき。 

 キ カの規定にかかわらず、ＩＰ通信網契約者は、当社の責め

に帰すべき理由により、訪問時刻指定工事の対象となる工事

等が完了しなかった場合は、訪問時刻指定工事費の支払いを

要しません。 

 なお、当社が訪問時刻指定工事の対象となる工事等を完了

しなかった場合の責任は、本項に規定する内容に限ります。 

 ク カのほか、当社は、訪問時刻指定工事に係る当社の準備等

に要した費用を請求することがあります。 

(7) 工事費の適

用除外 

次の工事については、２（工事費の額）の規定にかかわらず、

工事費の支払いを要しません。 

付加機能（大量通信制御機能）に係る閾値チューニング（コン

サルティングなし）に関する工事又は通知先情報の変更に関す

る工事であって、インターネットＧＷ契約者がポータルサイト

から請求したもの。 

(8) 開通サポー

ト工事費の適用 

当社は、本表(7)欄の規定にかかわらず、本表(2)欄から(6)欄ま

での工事費を要する工事と異なる工事であって、当社とＩＰ通

信網契約者が別に定める内容の工事を行う場合は、開通サポー

ト工事費を適用します。 

(9) 工事費の減

額適用 

当社は、２（工事費の額）の規定にかかわらず、工事の態様等

を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがありま

す。 
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 ２ 工事費の額 

   ＩＰバックボーンサービスの提供の開始、回線収容部の変更、区別等の変更、

加入者回線若しくは契約者回線の設置若しくは移転、他社接続契約者回線の接続

の変更、所属ＶＰＮグループの変更、他網接続ポートの変更、他網接続ポートと

の多重通信に係る論理回線の設定、加入者回線のインタフェースの変更、ブラッ

クホール機能の利用内容の変更、付加機能の利用の開始、付加機能の利用内容の

変更又はその他の契約内容の変更に関する工事 
 

区  分 単  位 工事費の額 

ネットワーク

工事費 

ア イからクまで以外に関

する工事の場合 

１の契約ごとに 別に算定する実費 

イ 付加機能（上限伝送速度

設定機能）に関する工事の

場合 

１の工事ごとに 2,000円 

（2,200円） 

 ウ  付加機

能（ＤＮＳ

機能）に関

す る 工 事

の場合 

プライマリ

型の利用の

開始に関す

る工事の場

合 

１の契約ごとに 11,000円 

（12,100円） 

  セカンダリ

型の利用の

開始に関す

る工事の場

合 

１の契約ごとに 2,000円 

（2,200円） 

  上記以外に

関する工事

の場合 

１の契約ごとに 2,000円 

（2,200円） 

 エ  付加機

能（大量通

信 制 御 機

能（タイプ

１））に関

す る 工 事

の場合 

利用の開始

に関する工

事の場合 

１の工事ごとに 50,000円 

（55,000円） 

 変更に関す

る工事の場

合 

１の工事ごとに 50,000円 

（55,000円） 

  閾値チュー

ニング（コン

サルティン

グあり）に関

する工事の

場合 

１の工事ごとに 500,000円 

（550,000円） 

  閾値チュー

ニング（コン

サルティン

グなし）に関

する工事の

場合 

１の工事ごとに 50,000円 

（55,000円） 
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 通知先情報

の変更に関

する工事の

場合 

１の工事ごとに 10,000円 

（11,000円） 

 オ  付加機

能（大量通

信 制 御 機

能（タイプ

２））に関

す る 工 事

の場合 

利用の開始

に関する工

事の場合 

１の工事ごとに 50,000円 

（55,000円） 

 変更に関す

る工事の場

合 

１の工事ごとに 50,000円 

（55,000円） 

 閾値チュー

ニング（コン

サルティン

グあり）に関

する工事の

場合 

１の工事ごとに 500,000円 

（550,000円） 

 閾値チュー

ニング（コン

サルティン

グなし）に関

する工事の

場合 

１の工事ごとに 50,000円 

（55,000円） 

 通知先情報

の変更に関

する工事の

場合 

１の工事ごとに 10,000円 

（11,000円） 

 カ  付加機

能（大量通

信 制 御 機

能（ＧＩＮ

タ イ プ １

に 係 る も

の））に関

す る 工 事

の場合 

利用の開始

に関する工

事の場合 

 

１の工事ごとに 別に算定する実費 

 変更に関す

る工事の場

合 

１の工事ごとに 別に算定する実費 

 キ  付加機

能（セキュ

リ テ ィ 機

能）に関す

る 工 事 の

場合 

利用の開始

に関する工

事の場合 

１の契約ごとに 3,000円 

（3,300円） 

 上記以外に

関する工事

の場合 

１の契約ごとに 2,000円 

（2,200円） 

 ク  付加機

能（トラフ

ィ ッ ク 制

利用の開始

に関する工

事の場合 

１の工事ごとに 別に算定する実費 
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 御機能）に

関 す る 工

事の場合 

上記以外に

関する工事

の場合 

１の工事ごとに 別に算定する実費 

アクセス回線工事費 １の契約ごとに 別に算定する実費 

現地調査報告工事費 １の工事ごとに 別に算定する実費 

訪問時刻指定工事費 １の指定する 

指定時刻ごとに 

別に算定する実費 

開通サポート工事費 １の工事ごとに 別に算定する実費 

 



66 

第３表 附帯サービスに関する料金 

 第１ ＩＰアドレスの登録又は変更登録に関する料金 
 

区   分 単  位 料  金  額 

新たにＩＰアドレスの登録をす

る場合の料金 

１の登録ごとに 5,500円 

（6,050円） 

登録済ＩＰアドレスの変更登録

をする場合の料金 

１の変更登録ごとに 1,000円 

（1,100円） 

 

 第２ ドメイン名の登録又は変更登録に関する料金 

  ア 汎用ＪＰドメイン名又は都道府県型ＪＰドメイン名に係るもの 
 

区   分 単  位 料  金  額 

新たなドメイン名の登録に関す

る料金 

１のドメインごとに 4,500円 

（4,950円） 

登録済ドメイン名の変更登録等

に関する料金 

１のドメインごとに 1,000円 

（1,100円） 

登録済ドメイン名の更新に関す

る料金 

１のドメインごとに年

額 

3,500円 

（3,850円） 

 

  イ 属性型ＪＰドメイン名に係るもの 
 

区   分 単  位 料  金  額 

新たなドメイン名の登録に関す

る料金 

１のドメインごとに 5,762円 

（6,338.2円） 

登録済ドメイン名の変更登録等

に関する料金 

１のドメインごとに 1,000円 

（1,100円） 

登録済ドメイン名の更新に関す

る料金 

１のドメインごとに年

額 

3,500円 

（3,850円） 

 

 第３ コネクティビティ使用料 

  １ 適用 
 

区  分 内         容 

コネクティビティ

使用料の適用 

コネクティビティ使用料は、料金表通則の規定に準じて取り扱

います。 

 

  ２ 料金額 

１の電気通信回線に接続する１のコネクティビティごとに月額 
 

区   分 料    金    額 

コネクティビティ使用料 10,000円（11,000円） 

 

 第４ コネクティビティ工事費 
 

区   分 単  位 工事費の額 

ア 別棟との間のコネクティビ  別に算定する実費 
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ティに関する工事の場合 

イ 上記以外に関する工事の場

合 

１の工事ごとに 20,000円（22,000円） 

 

 第５ 回線制御装置使用料 

  １ 適用 
 

区  分 内         容 

(1) 回線制御装

置の種別等に係

る料金の適用 

当社は、回線制御装置使用料の基本料を適用するにあたって、

次表のとおり回線制御装置の種別等を定めます。 

ア 回線制御装置の種別 

 種 別 内       容  

 ＶＰＮ型 ＩＰセキュリティプロトコルによる通信

を行うことができる機能又はファイアウ

ォール機能（その装置を介してＩＰ通信

網と自営端末設備との間で行われる通信

のうち、自営端末設備へのアクセスを制

限することができる機能をいいます。以

下同じとします。）を有する装置 

 

  ＵＴＭ型 ファイアウォール機能又はＵＴＭ型セキ

ュリティサービス（２（料金額）に規定

するものをいいます。）を利用することが

できる機能を有する装置 

 

  備考 ＵＴＭ型が提供する機能は、その装置を介して行わ

れる通信の安全性を全て保証するものではありませ

ん。 

 

 イ 回線制御装置の種類 

 (ア) ＶＰＮ型 

  種 類 内       容  

  ＢＰ－Ⅰ型 電気通信回線を収容するインタフェース

が10BASE-T及び100BASE-TX対応のもので

あって、ＩＰセキュリティプロトコルに

より設定可能な通信路の数の上限が１の

もの 

 

  ＢＰ－Ⅱ型 電気通信回線を収容するインタフェース

が10BASE-T及び100BASE-TX対応のもの並

びにＩＰセキュリティプロトコルにより

設定可能な通信路の数の上限が28又は98

のものであって、ＢＰ－Ⅲ型以外のもの 

 

  ＢＰ－Ⅲ型 電気通信回線を収容するインタフェース

が10BASE-T及び100BASE-TX対応のもので

あって、ＩＰセキュリティプロトコルに

より設定可能な通信路の数の上限が98の

もの 
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  ＢＰ－Ⅳ型 電気通信回線を収容するインタフェース

が10BASE-T、100BASE-TX及び1000BASE-TX

対応のものであって、ＩＰセキュリティ

プロトコルにより設定可能な通信路の数

の上限が99以上のもの 

 

  (イ) ＵＴＭ型 

  スタンダード型 

  種 類 内       容  

  スタンダード型 ファイアウォール機能及びＵＴＭ型セキ

ュリティサービスを利用できるもの 

 

   スタンダー

ドⅡ型 

使用に適したＬＡＮ側のノード数の上限

が概ね100のもの 

 

  備考 スタンダードⅡ型は、２（料金額）の２－２－３に

定めるベーシックセット機能又はファイアウォールセ

ット機能を利用する場合に限り提供します。 

 

  

(2) 回線制御装

置の保守の区別

に係る料金の適

用 

当社は、回線制御装置使用料の基本料を適用するにあたって、

次表のとおり回線制御装置の保守の区別を定めます。 

 区 別 内       容  

 保守タイプ０ その回線制御装置の修理又は復旧につい

て当社の係員（当社の委託により修理又

は復旧を行う者を含みます。以下この表

において同じとします。）を派遣しないも

のであって、ＩＰ通信網サービス取扱所

の営業時間外にその回線制御装置の修理

の請求を受け付けた場合に、その受け付

けた時刻以後の直近の営業時間において

その修理又は復旧の手配を行うもの 

 

  保守タイプ１ その回線制御装置の修理又は復旧につい

て当社の係員を派遣するものであって、

ＩＰ通信網サービス取扱所の営業時間外

にその回線制御装置の修理の請求を受け

付けた場合に、その受け付けた時刻以後

の直近の営業時間においてその修理又は

復旧を行うもの 

 

  保守タイプ２ その回線制御装置の修理又は復旧につい

て当社の係員を派遣するものであって、

その回線制御装置の修理の請求を受け付

けた場合に、ＩＰ通信網サービス取扱所

の営業時間にかかわらずその修理又は復

旧を行うもの 

 

  保守タイプ３ 保守タイプ０から保守タイプ２以外のも

の 

 

  備考  
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  １ この表(2)欄において「営業時間」とは、土曜日、日

曜日及び祝日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第178号）の規定により休日とされた日並びに１月２

日及び１月３日をいいます。）を除く毎日午前９時から

午後５時までの時間をいいます。 

 

  ２ ＵＴＭ型のスタンダードⅡ型については、保守タイ

プ２及び保守タイプ３に限り提供します。 

 

  ３ 保守タイプ３に係る回線制御装置については、保守

タイプ０、保守タイプ１又は保守タイプ２に係る回線

制御装置を利用するインターネットＧＷ契約者に限り

提供します。この場合、保守タイプ３に係る回線制御

装置の種別及び種類は、保守タイプ０、保守タイプ１

又は保守タイプ２に係る回線制御装置の種別及び種類

と同一のものとします。 

 

  ４ 当社は、インターネットＧＷ契約者から請求があっ

たときは、次に掲げるものに限り、回線制御装置の保

守の区別の変更を行います。 

 

  (1) 保守タイプ０から保守タイプ１又は保守タイプ

２への変更 

 

  (2) 保守タイプ１と保守タイプ２との間の相互の変

更 

 

  

(3) 回線制御装

置使用料の適用 

回線制御装置使用料は、料金表通則の規定に準じて取り扱いま

す。 

 

  ２ 料金額 

   ２－１ 基本料 

    ２－１－１ ＶＰＮ型に係るもの 

１台ごとに月額 
 

区 分 料    金    額 

 保守タイプ０ 保守タイプ１ 保守タイプ２ 保守タイプ３ 

ＢＰ－Ⅰ型 2,500円 

（2,750円） 

2,900円 

（3,190円） 

3,000円 

（3,300円） 

2,100円 

（2,310円） 

ＢＰ－Ⅱ型 5,800円 

（6,380円） 

6,800円 

（7,480円） 

7,300円 

（8,030円） 

5,000円 

（5,500円） 

ＢＰ－Ⅲ型 9,500円 

（10,450円） 

11,000円 

（12,100円） 

11,500円 

（12,650円） 

8,000円 

（8,800円） 

ＢＰ－Ⅳ型 26,000円 

（28,600円） 

26,500円 

（29,150円） 

27,000円 

（29,700円） 

26,000円 

（28,600円） 

 

    ２－１－２ ＵＴＭ型に係るもの 

１台ごとに月額 
 

区 分 料    金    額 

 保守タイプ２ 保守タイプ３ 

スタンダード

Ⅱ型 

8,400円 

（9,240円） 

6,700円 

（7,370円） 
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   ２－２ オプションサービス利用料 

    ２－２－１ バックアップ設定サービスに係るもの 

１台ごとに月額 
 

区   分 料   金   額 

バックアップ設定サービス 500円（550円） 

備考 

１ 「バックアップ設定サービス」とは、回線制御装置に通常に収容される電気

通信回線（以下この表において「通常回線」といいます。）のほか、他の電気通

信回線（以下この表において「予備回線」といいます。）が収容されることを条

件として、通常回線による通信を行うことができない状態（通信に著しい支障

が生じ、通信を行うことができない状態と同程度の状態となる場合を含みま

す｡）となった場合に、予備回線に切り替えるサービスをいいます。 

２ バックアップ設定サービスは、ＶＰＮ型のＢＰ－Ⅱ型に限り提供します。 

 ただし、保守タイプ０については、バックアップ設定サービスを提供しませ

ん。 

３ バックアップ設定サービスに必要な電気通信サービスの料金等については、

インターネットＧＷ契約者に負担していただきます。 

 

    ２－２－２ 簡易設定変更サービスに係るもの 

１台ごとに月額 
 

区     分 料 金 額 

ＶＰＮ型に係

るもの 

ＢＰ－Ⅰ型 1,000円 

（1,100円） 

 ＢＰ－Ⅱ型 1,000円 

（1,100円） 

 ＢＰ－Ⅲ型 3,000円 

（3,300円） 

 ＢＰ－Ⅳ型 8,000円 

（8,800円） 

ＵＴＭ型に係

るもの 

ルーター機能及びセキュリ

ティ機能の設定に係るもの 

スタンダードⅡ型の

もの 

8,200円 

（9,020円） 

備考 「簡易設定変更サービス」とは、上記の料金を支払うことを条件として、回

線制御装置の設定変更（当社指定の内容に限ります。）を、その変更に係る回線

制御装置工事費の支払いを要することなく行うことができるサービスをいいま

す。 

 

    ２－２－３ ＵＴＭ型セキュリティサービスに係るもの 

１台ごとに月額 
 

区   分 料 金 額 

  ベーシック 

セット機能 

ファイアウォー

ルセット機能 

セット機能 ベーシックセット機能又はフ

ァイアウォールセット機能 

9,900円 

(10,890円) 

6,600円 

(7,260円) 
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セキュリティ

対策機能 

ＩＰＳ（不正侵入対策）機能 セットに含む セットに含む 

 Ｗｅｂウイルス対策機能 セットに含む 3,800円 

(4,180円) 

 ウイルスメール対策機能 セットに含む 3,800円 

(4,180円) 

 スパムメール対策機能 セットに含む 3,800円 

(4,180円) 

 有害サイト対策機能 セットに含む 3,800円 

(4,180円) 

 月次定型レポート機能 7,500円 

(8,250円) 

7,500円 

(8,250円) 

 月次分析レポート機能 38,000円 

(41,800円) 

38,000円 

(41,800円) 

 リアルタイムイベント通知機

能 

7,600円 

(8,360円) 

セットに含む 

 セキュリティアップデート管

理機能 

7,600円 

(8,360円) 

7,600円 

(8,360円) 

 不正アクセスログ機能 3,500円 

(3,850円) 

3,500円 

(3,850円) 

 Ping監視機能 

 

― ― 

備考 

１ ＵＴＭ型セキュリティサービスとは、回線制御装置（ＵＴＭ型に限ります。）

が有する各種セキュリティ対策機能を利用することが出来るものをいいます。 

２ ベーシックセット機能とは、ＩＰＳ（不正侵入対策）機能、Ｗｅｂウイルス

対策機能、ウイルスメール対策機能、スパムメール対策機能及び有害サイト対

策機能を同時に利用することが出来るものをいいます。 

３ ファイアウォールセット機能とは、ＩＰＳ（不正侵入対策）機能及びリアル

タイムイベント通知機能を同時に利用することが出来るものをいいます。 

４ ＵＴＭ型セキュリティサービスは、ＵＴＭ型のスタンダードⅡ型に限り提供

します。 

 この場合、当社は、セット機能に限り提供します。 

 ただし、セット機能と合わせて利用する場合は、セット機能及びそのセット

機能に含まれないセキュリティ対策機能を提供します。 

５ セキュリティ対策機能に係る機能（セット機能に含まれるセキュリティ対策

機能に限ります。）と、セット機能に係る機能は重複して申込みを行うことはで

きません。 

６ 当社は、セット機能を提供する場合は、ベーシックセット機能又はファイア

ウォールセット機能のどちらか一方に限り提供します。 

７ 当社は、インターネットＧＷ契約者からセット機能の廃止の申込みがあった

場合は、そのセット機能に係る全ての機能を廃止します。 

８ 回線制御装置の保守の区別が保守タイプ３のものについては、ＵＴＭ型セキ

ュリティサービスの料金を適用しません。 
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 第６ 回線制御装置手数料 

  １ 適用 
 

区  分 内         容 

回線制御装置手数

料の適用 

インターネットＧＷ契約者は、回線制御装置に係る簡易設定変

更サービスの利用の請求をし、その提供を受けたときは、２（料

金額）に規定する回線制御装置手数料の支払いを要します。 

ただし、回線制御装置の工事と同時に簡易設定変更サービスの

利用を開始する場合は、回線制御装置手数料の支払いを要しま

せん。 

 

  ２ 料金額 

    簡易設定変更サービスに係るもの 
 

区     分 単位 料 金 額 

ＶＰＮ型に係るもの １台ご

とに 

5,000円 

（5,500円） 

ＵＴＭ型

に係るも

の 

サービスの設定が営業時間に行われた場合 １台ご

とに 

5,000円 

（5,500円） 

サービスの設定が土曜日、日曜日

及び祝日を除く毎日午後５時か

ら午後10時までに行われた場合 

ス タ ン ダ

ードⅡ型 

１台ご

とに 

29,000円 

（31,900円） 

 上記以外の場合 ス タ ン ダ

ードⅡ型 

１台ご

とに 

35,000円 

（38,500円） 

備考 

１ この表において「営業時間」とは、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９

時から午後５時までの時間をいいます。 

２ この表において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178

号）の規定により休日とされた日並びに１月２日及び１月３日をいいます。 

 

 第７ 回線制御装置工事費 
 

区   分 単  位 工事費の額 

回線制御装置工事費 １の工事ごとに 別に算定する実費 

 

 第８ トラフィックレポート一括ダウンロード利用料 

  １ 適用 
 

区  分 内         容 

(1) トラフィッ

クレポート一括

ダウンロード利

用料の適用 

ア ＩＳＰプラットフォーム契約者は、次に掲げる期間につい

て、トラフィックレポート一括ダウンロード利用料の支払い

を要します。この場合において、当社は、別記４の(12)の規

定に該当するときを除いて、トラフィックレポート一括ダウ

ンロード利用料を日割しません。 

 (ア) トラフィックレポート一括ダウンロードの提供を開始

した日を含む料金月の翌料金月から支払いを要します。 

 (イ) トラフィックレポート一括ダウンロードの廃止があっ

た日の前日を含む料金月まで支払いを要します。 
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 イ アに規定するほか、トラフィックレポート一括ダウンロー

ド利用料は、料金表通則の規定に準じて取り扱います。 

(2) 最低利用期

間内に廃止があ

った場合等の料

金の適用 

ア ＩＳＰプラットフォーム契約者は、最低利用期間内におい

て、トラフィックレポート一括ダウンロードの廃止があった

場合は、この表の(1)欄の規定にかかわらず、残余の期間に対

応するトラフィックレポート一括ダウンロード利用料に相当

する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていた

だきます。 

 イ アの場合、残余の期間は、次のとおり起算するものとしま

す。 

 (ア) (イ)以外の場合 

 トラフィックレポート一括ダウンロードの廃止があった

日を含む料金月の翌料金月から起算します。 

 (イ) トラフィックレポート一括ダウンロードの廃止があっ

た日が料金月の初日である場合 

 トラフィックレポート一括ダウンロードの廃止があった

日を含む料金月から起算します。 

 ウ ＩＳＰプラットフォーム契約者は、トラフィックレポート

一括ダウンロードの提供を開始した日を含む料金月におい

て、トラフィックレポート一括ダウンロードの廃止があった

場合は、この表の(1)欄の規定にかかわらず、12カ月分のトラ

フィックレポート一括ダウンロード利用料に相当する額を、

当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 

 

  ２ 料金額 

１のログインＩＤごとに月額 
 

区   分 料    金    額 

トラフィックレポート 

一括ダウンロード利用料 
300,000円（330,000円） 

 

第９ 支払証明書の発行手数料 

    支払証明書１枚ごとに     400円（440円） 

（注）支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代（消

費税相当額を含みます。）及び郵送料（実費）が必要な場合があります。 

 


